
米
国
違
憲
立
法
審
査
権
の
確
立
（
甲
斐
）

（
四
六
一
）

﹇
は
じ
め
に
﹈

初
代
お
よ
び
第
三
代
連
邦
最
高
裁
判
所
長
官
の
時
代
に
も
、
憲

法
判
例
と
言
え
る
も
の
は
、
少
数
で
は
あ
る
が
、
存
在
し
て
い
た

こ
と
は
、「
米
国
初
期
の
憲
法
判
例
」（
以
下
「
前
稿
」
と
い
う
）

に
紹
介
し
た
と
お
り
で
あ
る
（
1
）

。

し
か
し
、
第
四
代
連
邦
最
高
裁
判
所
長
官
と
な
っ
た
ジ
ョ
ン
・

マ
ー
シ
ャ
ル
（John M

arshall

）
が
、
米
国
の
連
邦
憲
法
裁
判

所
を
方
向
付
け
、
今
日
に
向
け
て
の
礎
を
築
い
た
偉
大
な
人
物
で

あ
っ
た
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
。
本
稿
で
は
、
彼
の
代
表
的
な

判
例
で
あ
る
マ
ー
ベ
リ
対
マ
デ
ィ
ス
ン
事
件
（M

arbury v. 
M
adison, 5 U

.S
. 137

（1803

））
判
決
を
、
そ
れ
を
理
解
す
る

の
に
必
要
な
同
時
代
史
を
紹
介
し
た
上
で
、
詳
細
に
し
た
い
。

ま
た
、
往
々
に
し
て
、
マ
ー
シ
ャ
ル
の
業
績
と
し
て
は
、
マ
ー

ベ
リ
対
マ
デ
ィ
ス
ン
事
件
の
み
が
紹
介
さ
れ
る
。
し
か
し
、
彼
の

業
績
は
そ
れ
に
尽
き
る
も
の
で
は
無
い
。
マ
ー
シ
ャ
ル
は
、
そ
れ

以
外
に
も
、
今
日
ま
で
影
響
を
与
え
る
幾
つ
も
の
重
要
な
憲
法
判

決
を
下
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
中
か
ら
、
代
表
的
な
判
決

米
国
違
憲
立
法
審
査
権
の
確
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い
る
。

し
か
し
、
一
七
九
七
年
に
フ
ラ
ン
ス
と
の
関
係
が
紛
糾
し
、
疑

似
戦
争
と
呼
ば
れ
る
状
態
に
な
る
と
、
ア
ダ
ム
ズ
大
統
領
の
依
頼

に
応
じ
て
フ
ラ
ン
ス
に
赴
き
、
Ｘ
Ｙ
Ｚ
事
件
に
遭
遇
し
た
（
詳
細

は
後
述
す
る
）。

一
七
九
八
年
に
、
マ
ー
シ
ャ
ル
は
ア
ダ
ム
ズ
大
統
領
か
ら
連
邦

最
高
裁
判
所
判
事
に
就
任
す
る
こ
と
を
依
頼
さ
れ
た
が
、
こ
れ
も

拒
み
、
代
わ
り
に
ブ
ッ
シ
ュ
ロ
ッ
ド
・
ワ
シ
ン
ト
ン
を
推
薦
し
て

い
る
（
3
）

。
ワ
シ
ン
ト
ン
は
、
マ
ー
シ
ャ
ル
の
連
邦
最
高
裁
長
官
に
就

任
し
た
後
に
お
い
て
は
、
そ
の
良
き
右
腕
と
な
る
。

一
七
九
九
年
に
、
担
ぎ
出
さ
れ
て
マ
ー
シ
ャ
ル
は
し
ぶ
し
ぶ
下

院
議
員
選
挙
に
立
候
補
し
た
。
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
を
中
心
と
す
る
彼

の
選
挙
区
は
共
和
党
の
強
い
地
域
で
あ
っ
た
が
、
Ｘ
Ｙ
Ｚ
事
件
の

知
名
度
な
ど
が
も
の
を
言
っ
て
無
事
に
当
選
し
た
。

そ
の
一
七
九
九
年
に
ア
ダ
ム
ズ
は
マ
ー
シ
ャ
ル
を
国
務
長
官
に

任
命
す
る
こ
と
に
な
る
。
前
任
者
で
あ
る
ピ
カ
リ
ン
グ

（T
im
othy P

ickering

）
が
、
対
仏
交
渉
を
巡
っ
て
ア
ダ
ム
ズ
大

統
領
と
激
論
に
な
り
、
免
職
さ
れ
た
た
め
、
緊
急
に
後
任
が
必
要

に
な
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
エ
ル
ス
ワ
ー
ス
が
病
気
の
た
め
引
退
し
、
他
に
適
任

の
概
略
を
紹
介
し
た
い
。

一　

マ
ー
シ
ャ
ル
の
最
高
裁
判
所
長
官
就
任

　

ま
で
の
略
歴

第
四
代
連
邦
最
高
裁
判
所
長
官
に
就
任
し
た
ジ
ョ
ン
・
マ
ー

シ
ャ
ル
（John M

arshall

）
は
、
い
わ
ゆ
る
建
国
の
父
に
は
属

さ
な
い
第
二
世
代
で
あ
る
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ラ
ン
ド
ル
フ
と
い
う
人
物
が
い
る
（
2
）

。
バ
ー
ジ
ニ

ア
州
の
植
民
地
建
設
に
あ
た
っ
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
そ
の

妻
と
共
に
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
の
ア
ダ
ム
と
イ
ブ
と
呼
ば
れ
る
。
マ
ー

シ
ャ
ル
も
、
そ
し
て
マ
ー
シ
ャ
ル
と
対
立
し
続
け
る
ジ
ェ
フ
ァ
ー

ソ
ン
も
、
そ
の
ラ
ン
ド
ル
フ
の
子
孫
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
、

マ
ー
ベ
リ
対
マ
デ
ィ
ス
ン
事
件
で
敵
味
方
に
分
か
れ
て
法
的
な
死

闘
を
演
じ
た
二
人
は
親
戚
関
係
に
あ
る
。

マ
ー
シ
ャ
ル
は
独
立
戦
争
後
に
弁
護
士
と
な
り
、
バ
ー
ジ
ニ
ア

州
の
連
邦
党
組
織
結
成
の
リ
ー
ダ
ー
と
な
る
が
、
あ
ま
り
政
治
権

力
に
は
魅
力
を
感
じ
な
か
っ
た
人
ら
し
く
、
公
職
に
就
く
こ
と
は

拒
ん
で
い
る
。
一
七
九
五
年
に
、
ワ
シ
ン
ト
ン
大
統
領
は
司
法
長

官
（A
ttorney G

eneral

）
へ
の
就
任
依
頼
及
び
フ
ラ
ン
ス
全
権

大
使
へ
の
就
任
依
頼
を
行
っ
て
い
る
が
、
彼
は
い
ず
れ
も
拒
ん
で

一
二
二
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期
目
の
出
馬
は
拒
ん
だ
（
4
）

。
そ
こ
で
、
現
職
の
副
大
統
領
ア
ダ
ム

ズ
（
5
）

が
連
邦
党
の
大
統
領
候
補
と
な
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、

ト
マ
ス
・
ピ
ン
ク
ニ
ー
（
6
）

を
副
大
統
領
候
補
と
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
ジ
ェ
イ
条
約
を
期
に
、
連
邦
党
と
袂
を
分
か
っ

て
共
和
党
を
結
成
し
た
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
は
、
同
党
の
大
統
領
候

補
と
し
て
自
ら
出
馬
し
、
副
大
統
領
候
補
に
バ
ー
（
7
）

を
選
ん
だ
。

こ
の
選
挙
に
は
、
こ
の
四
人
の
他
に
、
連
邦
党
系
の
立
候
補
者

と
し
て
は
、
エ
ル
ス
ワ
ー
ス
（
合
衆
国
最
高
裁
判
所
長
官
）、
ア
イ

ア
デ
ル
（
合
衆
国
最
高
裁
判
所
陪
席
判
事
）、
ジ
ェ
イ
（
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
州
知
事
）、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
コ
ー
ツ
ワ
ー
ス
・
ピ
ン
ク
ニ
ー
（
8
）

、

ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
（
9
）

の
五
人
が
立
候
補
し
て
い
た
。
ま
た
、
共
和
党
系

の
立
候
補
者
と
し
て
は
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ア
ダ
ム
ズ
（
10
）

、
ク
リ
ン
ト
ン
（
11
）

、

ヘ
ン
リ
ー
（
12
）

と
計
三
人
が
立
つ
と
い
う
大
乱
戦
と
な
っ
た
。
そ
の
他

に
立
候
補
し
て
い
な
い
ワ
シ
ン
ト
ン
に
も
少
な
か
ら
ぬ
票
が
入
っ

た
。
こ
の
時
が
米
国
で
本
格
的
に
大
統
領
選
挙
が
行
わ
れ
た
最
初

の
例
と
な
っ
た
。

こ
の
選
挙
の
時
点
で
は
、
合
衆
国
憲
法
に
は
、
副
大
統
領
候
補

と
い
う
制
度
は
な
く
、
す
べ
て
の
候
補
者
が
等
し
く
大
統
領
候
補

と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
点
に
お
け
る
合
衆

国
憲
法
三
条
三
項
は
次
の
様
に
定
め
て
い
た
。（
傍
線
部
が
、
こ

者
が
い
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
、
ア
ダ
ム
ズ
は
マ
ー
シ
ャ
ル
を
、

国
務
長
官
兼
任
の
ま
ま
、
連
邦
最
高
裁
判
所
長
官
に
任
命
す
る
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
連
邦
最
高
裁
長
官
へ
の
就
任
も
含
め
て
、
こ
の
人

の
公
務
歴
は
、
す
べ
て
な
り
た
く
て
な
っ
た
の
で
は
無
く
、
他
に

人
が
い
な
い
た
め
や
む
を
得
ず
、
と
い
う
傾
向
が
強
い
。
そ
れ
に

も
関
わ
ら
ず
、
引
き
受
け
た
か
ら
に
は
誠
実
に
そ
の
職
務
を
果
た

す
の
で
あ
る
。二　

大
統
領
選
挙
の
死
闘

米
国
に
お
け
る
連
邦
最
高
裁
判
所
の
違
憲
立
法
審
査
権
を
明
確

に
確
立
し
た
と
い
わ
れ
る
マ
ー
ベ
リ
対
マ
デ
ィ
ス
ン
事
件
は
、

一
八
〇
〇
年
の
大
統
領
選
挙
の
結
果
と
し
て
発
生
し
た
事
件
で
あ

る
。
そ
し
て
、
一
八
〇
〇
年
大
統
領
選
挙
は
、
そ
の
前
回
の

一
七
九
六
年
選
挙
と
密
接
な
関
わ
り
が
あ
る
の
で
、
両
選
挙
の
概

況
を
ま
ず
説
明
し
た
い
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
大
統
領
選
挙
は
、

連
邦
党
と
共
和
党
の
激
突
の
物
語
で
あ
っ
た
。

（
一
）　

一
七
九
六
年
大
統
領
選
挙

初
代
大
統
領
ワ
シ
ン
ト
ン
は
、
二
期
大
統
領
を
務
め
た
が
、
三

一
二
三
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た
は
二
名
以
上
の
議
員
が
出
席
す
る
こ
と
を
要
し
、
大
統
領

は
全
州
の
過
半
数
を
も
っ
て
選
出
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
い

ず
れ
の
場
合
に
も
、
大
統
領
を
選
出
し
た
後
に
、
選
挙
人
の

投
票
の
最
多
数
を
得
た
者
が
、
副
大
統
領
と
な
る
。
但
し
、

そ
の
場
合
に
同
数
の
得
票
者
が
二
名
以
上
あ
る
と
き
は
、
上

院
は
無
記
名
投
票
で
そ
の
中
か
ら
副
大
統
領
を
選
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」

こ
の
よ
う
に
、
大
統
領
を
選
ぶ
の
は
原
則
と
し
て
各
州
が
選
出

す
る
選
挙
人
で
あ
る
。
選
挙
人
か
ら
最
高
の
票
を
得
た
者
が
大
統

領
、
次
点
が
副
大
統
領
と
な
る
制
度
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
定

め
て
い
た
理
由
は
、
建
国
の
父
達
が
、
政
党
と
い
う
も
の
は
悪
と

考
え
、
高
い
倫
理
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
国
家
で
は
、
そ
の
よ
う
な

も
の
は
出
現
し
な
い
と
考
え
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
。

ど
の
よ
う
に
選
挙
人
を
選
出
す
る
か
は
各
州
の
裁
量
で
あ
る
（
13
）

。

こ
の
時
の
選
挙
で
、
選
挙
人
を
ど
の
よ
う
に
選
出
す
る
か
に
つ
い

て
は
、
各
州
で
か
な
り
の
ば
ら
つ
き
が
あ
っ
た
（
14
）

。

連
邦
党
と
共
和
党
の
勢
力
は
伯
仲
し
て
い
た
の
で
、
連
邦
党
は

ア
ダ
ム
ズ
に
、
民
主
共
和
党
は
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
に
、
そ
れ
ぞ
れ

投
票
を
集
中
さ
せ
た
。
そ
の
結
果
、
選
挙
人
総
数
二
六
四
の
う
ち
、

連
邦
党
の
ア
ダ
ム
ズ
が
七
一
票
を
獲
得
し
て
大
統
領
と
な
っ
た
が
、

の
選
挙
で
問
題
と
な
っ
た
点
）

「
選
挙
人
は
、
各
々
の
州
で
集
会
し
て
、
無
記
名
投
票
に
よ

り
二
名
に
投
票
す
る
。
そ
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
名
は
、
選

挙
人
と
同
じ
州
の
住
民
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
選
挙
人
は
、

得
票
者
と
各
々
の
得
票
数
を
記
し
た
一
覧
表
を
作
成
し
、
こ

れ
に
署
名
し
認
証
し
た
上
で
、
封
印
を
ほ
ど
こ
し
て
上
院
議

長
に
宛
て
て
、
合
衆
国
政
府
の
所
在
地
に
送
付
す
る
。
上
院

議
長
は
、
上
院
議
員
お
よ
び
下
院
議
員
の
出
席
の
下
に
、
す

べ
て
の
認
証
書
を
開
封
し
た
の
ち
、
投
票
を
計
算
す
る
。
最

多
数
の
投
票
を
得
た
者
の
票
数
が
選
挙
人
総
数
の
過
半
数
に

達
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
者
が
大
統
領
と
な
る
。
選
挙
人

総
数
の
過
半
数
に
達
し
た
者
が
二
名
以
上
あ
り
、
か
つ
、
得

票
数
が
同
数
の
場
合
は
、
下
院
は
直
ち
に
無
記
名
投
票
に
よ

り
、
そ
の
中
の
一
名
を
大
統
領
に
選
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
過
半
数
に
達
し
た
者
が
い
な
い
と
き
は
、
得
票
者
一
覧

表
の
中
の
上
位
得
票
者
五
名
の
中
か
ら
、
同
一
の
方
法
で
下

院
が
大
統
領
を
選
出
す
る
。
但
し
、
こ
の
方
法
に
よ
り
大
統

領
を
選
出
す
る
場
合
に
は
、
投
票
は
州
を
単
位
と
し
て
行
い
、

各
州
の
議
員
団
は
一
票
を
投
じ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
目
的

の
た
め
の
定
足
数
は
、
全
州
の
三
分
の
二
の
州
か
ら
一
名
ま

一
二
四
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況
を
解
決
す
る
た
め
に
、
マ
ー
シ
ャ
ル
及
び
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
コ
ー

ツ
ワ
ー
ス
・
ピ
ン
ク
ニ
ー
と
ゲ
リ
ー
（
17
）

の
三
人
を
フ
ラ
ン
ス
に
派
遣

し
た
（
18
）

。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
外
相
の
タ
レ
ー
ラ
ン
（
19
）

は
、
外
交
交
渉
を
個

人
的
な
利
得
の
場
と
考
え
る
人
物
で
、
交
渉
を
開
始
す
る
に
当
た

り
、
贈
賄
を
公
然
と
要
求
し
た
た
め
、
交
渉
は
、
そ
の
開
始
以
前

の
段
階
で
決
裂
し
た
。
こ
の
タ
レ
ー
ラ
ン
の
贈
賄
要
求
を
ア
ダ
ム

ズ
に
知
ら
せ
た
マ
ー
シ
ャ
ル
の
書
簡
が
、
有
名
な
Ｘ
Ｙ
Ｚ
書
簡
で

あ
る
（
20
）

。
ア
ダ
ム
ズ
が
議
会
に
こ
の
書
簡
を
公
表
し
た
た
め
、
米
国

国
内
に
反
フ
ラ
ン
ス
的
な
世
論
が
形
成
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
米

仏
間
の
交
易
は
途
絶
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
私
掠
船
は
米
国
船
舶
を
憚

る
こ
と
な
く
拿
捕
し
始
め
た
。
そ
こ
で
ア
ダ
ム
ズ
は
フ
ラ
ン
ス
と

の
外
交
関
係
を
一
時
的
に
断
絶
さ
せ
る
一
方
で
一
七
九
八
年
一
月
、

海
軍
省
の
創
設
と
陸
軍
を
戦
時
体
制
に
置
く
た
め
の
資
金
を
議
会

に
求
め
た
。
そ
の
結
果
、
四
月
三
〇
日
に
海
軍
省
が
創
設
さ
れ
た
。

こ
の
た
め
、
ア
ダ
ム
ズ
は
米
海
軍
の
創
設
者
と
さ
れ
る
。

一
七
九
八
年
七
月
七
日
、
議
会
に
よ
っ
て
米
仏
同
盟
は
破
棄
さ
れ
、

米
仏
の
決
裂
は
決
定
的
に
な
っ
た
。

当
時
、
米
国
に
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
の
移
民
が
流
入
し
つ
つ
あ

り
、
彼
ら
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
英
国
と
敵
対
し
て
い
る
こ
と
か
ら
フ

第
二
位
に
は
、
連
邦
党
の
副
大
統
領
候
補
ピ
ン
ク
ニ
ー
の
五
九
票

を
押
さ
え
て
、
共
和
党
の
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
が
六
八
票
で
入
っ
て

副
大
統
領
と
な
る
、
と
い
う
皮
肉
な
結
果
と
な
っ
た
。

こ
の
結
果
、
連
邦
党
の
大
統
領
の
下
に
、
共
和
党
の
副
大
統
領

が
い
る
と
い
う
呉
越
同
舟
状
態
が
発
生
し
た
。
さ
ら
に
や
や
こ
し

い
こ
と
に
は
、
大
統
領
の
ア
ダ
ム
ズ
は
、
連
邦
党
の
事
実
上
の
党

首
で
あ
る
ハ
ミ
ル
ト
ン
を
、
個
人
的
に
好
ま
な
か
っ
た
。
こ
の
た

め
、
ハ
ミ
ル
ト
ン
は
閣
僚
と
な
ら
ず
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
弁
護
士

を
開
業
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
他
の
閣
僚
に
つ
い
て
は
、
ワ
シ
ン

ト
ン
政
権
と
の
連
続
性
を
強
調
す
る
た
め
留
任
さ
せ
た
。
し
か
も

ア
ダ
ム
ズ
は
、
往
々
に
し
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
私
邸
に
引
っ
込

ん
で
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
を
留
守
に
す
る
と
い
う
習
慣
を
持
っ
て

い
た
（
15
）

た
め
、
閣
僚
達
は
、
ア
ダ
ム
ズ
と
相
談
す
る
代
わ
り
に
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
い
る
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
助
言
を
求
め
る
と
い
う
奇

妙
な
状
態
が
発
生
し
た
（
16
）

。

ア
ダ
ム
ズ
政
権
下
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
政
府
と
の
間
に

疑
似
戦
争
（Q
uasi-W

ar

）
と
呼
ば
れ
る
武
力
紛
争
状
態
が
発
生

し
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
イ
ギ
リ
ス
に
対
す
る
経
済
封
鎖
を
名
目
に
ア

メ
リ
カ
船
舶
の
取
締
り
を
強
化
し
た
た
め
、
多
く
の
ア
メ
リ
カ
船

舶
が
損
害
を
被
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ア
ダ
ム
ズ
は
、
こ
の
情

一
二
五
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と
し
て
「
一
八
〇
〇
年
の
革
命
（T

he R
evolution of 1800

）」

と
も
呼
ば
れ
る
、
歴
史
上
の
重
大
事
件
で
あ
っ
た
。

戦
い
は
前
回
と
同
じ
く
ジ
ョ
ン
・
ア
ダ
ム
ズ
と
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ

ン
の
戦
い
と
な
っ
た
。
一
七
九
六
年
選
挙
は
、
合
衆
国
憲
法
に

元
々
あ
っ
た
欠
陥
か
ら
正
副
大
統
領
が
対
立
党
か
ら
選
出
さ
れ
る

と
い
う
呉
越
同
舟
状
態
を
生
み
出
し
た
が
、
こ
の
一
八
〇
〇
年
選

挙
は
、
憲
法
の
欠
陥
を
さ
ら
に
大
き
く
露
呈
し
た
。

連
邦
党
は
、
上
述
の
と
お
り
ジ
ョ
ン
・
ア
ダ
ム
ズ
政
権
下
に
お

い
て
大
き
く
人
気
を
落
と
し
て
い
た
た
め
に
、
こ
の
選
挙
で
は
、

選
挙
戦
そ
の
も
の
は
共
和
党
の
圧
勝
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
な
ん

と
、
共
和
党
の
大
統
領
候
補
の
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
と
、
そ
の
副
大

統
領
候
補
で
あ
る
バ
ー
が
、
共
に
選
挙
人
数
七
三
票
と
な
っ
て
、

同
点
と
な
っ
た
の
で
あ
る
（
26
）

。
こ
の
結
果
、
大
統
領
を
決
定
す
る
の

は
、
合
衆
国
憲
法
三
条
二
文
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
下
院
の
手

に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

一
八
〇
〇
年
に
行
わ
れ
た
下
院
議
員
選
挙
で
は
共
和
党
は
大
統

領
選
挙
以
上
に
圧
勝
し
て
い
て
、
共
和
党
六
五
議
席
、
連
邦
党

四
一
議
席
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
大
統
領
を
決
定
す
る
権
限

を
有
し
て
い
る
の
は
、
共
和
党
が
優
位
に
立
つ
改
選
後
の
下
院
で

は
な
く
、
一
七
九
八
年
の
下
院
議
員
選
挙
に
よ
り
連
邦
党
が
優
位

ラ
ン
ス
び
い
き
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
連
邦
党
は
外
国
人
・
反
政

府
活
動
取
締
法
の
制
定
に
踏
み
切
っ
た
（
21
）

。
こ
れ
に
、
フ
ラ
ン
ス
び

い
き
の
共
和
党
は
反
発
し
、
激
し
く
非
難
し
た
。
こ
れ
に
対
し
反

政
府
活
動
取
締
法
に
よ
る
厳
し
い
言
論
統
制
が
行
わ
れ
た
こ
と
か

ら
、
連
邦
党
の
人
気
は
急
落
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
様
な
反
フ
ラ
ン
ス
的
行
動
に
も
拘
わ
ら
ず
、
ア
ダ
ム
ズ
は
、

一
七
九
九
年
に
独
断
で
マ
レ
ー
（
22
）

を
対
フ
ラ
ン
ス
全
権
大
使
に
任
命

し
て
、
再
度
フ
ラ
ン
ス
と
の
交
渉
に
当
た
ら
せ
る
こ
と
に
し
た
。

連
邦
党
が
こ
の
独
断
に
強
く
反
対
し
た
の
で
、
妥
協
策
と
し
て
、

ア
ダ
ム
ズ
は
、
特
使
と
し
て
エ
ル
ス
ワ
ー
ス
と
パ
ト
リ
ッ
ク･

ヘ

ン
リ
ー
（
23
）

を
マ
レ
ー
に
同
行
さ
せ
る
こ
と
に
は
同
意
し
た
。
こ
の
交

渉
の
結
果
、「
一
八
〇
〇
年
の
協
約
（C

onvention of 1800

）」

と
通
称
さ
れ
る
条
約
が
締
結
さ
れ
た
（
24
）

。
こ
う
し
た
フ
ラ
ン
ス
と
の

交
渉
は
、
そ
れ
に
反
対
し
た
国
務
長
官
の
ピ
カ
リ
ン
グ
（
25
）

を
、
ア
ダ

ム
ズ
大
統
領
が
罷
免
す
る
と
い
う
騒
動
に
発
展
し
た
。
こ
れ
が
、

連
邦
党
を
分
裂
さ
せ
、
共
和
党
の
さ
ら
な
る
優
勢
を
導
く
こ
と
に

な
る
。

（
二
）　

一
八
〇
〇
年
大
統
領
選
挙

一
八
〇
〇
年
一
一
月
に
行
わ
れ
た
合
衆
国
大
統
領
選
挙
は
、
時

一
二
六
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白
票
に
転
じ
た
の
だ
。
こ
れ
に
引
き
ず
ら
れ
て
、
そ
れ
ま
で
は

バ
ー
に
投
票
し
て
い
た
サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
が
同
じ
く
白
票
に

転
じ
た
。
さ
ら
に
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
お
よ
び
バ
ー
モ
ン
ト
州
で
州

の
意
思
を
決
め
る
に
当
た
っ
て
連
邦
党
議
員
が
棄
権
し
た
た
め
、

そ
れ
ま
で
白
票
だ
っ
た
こ
の
二
州
が
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
支
持
と

な
っ
た
。
こ
の
結
果
、
三
六
回
目
の
投
票
で
つ
い
に
ジ
ェ
フ
ァ
ー

ソ
ン
が
一
〇
対
四
で
勝
っ
て
大
統
領
と
な
り
、
バ
ー
は
副
大
統
領

に
決
ま
っ
た
（
28
）

。

こ
の
事
件
で
、
合
衆
国
憲
法
二
条
三
項
に
深
刻
な
欠
陥
が
あ
る

事
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
、
一
八
〇
四
年
に
合
衆
国
憲
法
第

一
二
修
正
が
批
准
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
先
に
紹
介
し
た
二
条

三
項
の
傍
線
部
に
対
応
す
る
箇
所
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
様
に
な
っ

た
。第

一
の
箇
所
：
大
統
領
と
し
て
最
多
数
の
投
票
を
得
た
者
の
票

数
が
選
挙
人
総
数
の
過
半
数
に
達
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
者
が

大
統
領
と
な
る
。

第
二
の
箇
所
：
副
大
統
領
と
し
て
最
多
数
の
投
票
を
得
た
者
の

票
数
が
選
挙
人
総
数
の
過
半
数
に
達
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
者

が
副
大
統
領
と
な
る
。

こ
の
修
正
に
よ
り
、
今
日
で
は
選
挙
人
は
大
統
領
と
副
大
統
領

に
立
つ
任
期
満
了
直
前
の
、
死
に
体
状
態
に
あ
る
下
院
で
あ
っ
た
。

大
統
領
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
下
院
は
個
々
の
議
員
が
投
票
す

る
の
で
は
な
く
、
選
出
母
体
と
な
っ
た
州
ご
と
に
一
票
を
持
つ
。

当
時
は
当
初
の
一
三
州
か
ら
三
州
増
え
て
一
六
州
だ
っ
た
（
27
）

の
で
、

過
半
数
を
取
る
た
め
に
は
九
州
以
上
の
支
持
が
必
要
だ
っ
た
。

ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
が
大
統
領
候
補
で
あ
り
、
バ
ー
が
そ
の
副
大

統
領
候
補
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
連

邦
党
は
、
党
派
の
敵
で
あ
る
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
に
投
票
す
る
こ
と

を
渋
っ
た
。
こ
の
結
果
、
連
邦
党
の
支
配
す
る
八
州
の
う
ち
六
つ

ま
で
が
バ
ー
に
投
票
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
共
和
党
の

支
配
す
る
七
州
は
す
べ
て
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
を
選
ん
だ
の
に
加
え
、

連
邦
党
の
支
配
す
る
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
が
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
に
票
を

投
じ
た
の
で
、
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
は
八
州
を
獲
得
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
二
月
一
一
日
か
ら
二
月
一
七
日
ま
で
下
院
で
は
実
に

三
五
回
の
投
票
が
繰
り
返
さ
れ
た
が
、
毎
回
、
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン

の
獲
得
州
は
八
州
と
、
絶
対
多
数
に
一
つ
足
り
な
い
ま
ま
で
あ
っ

た
。こ

の
混
乱
に
終
止
符
を
打
っ
た
の
は
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
代
表
の

バ
イ
ア
ー
ド
（Jam

es A
sheton B

ayard

）
だ
っ
た
。
そ
れ
ま
で

バ
ー
に
投
票
を
し
て
い
た
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
は
三
六
回
目
の
投
票
で

一
二
七
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前
稿
で
、
エ
ル
ス
ワ
ー
ス
と
マ
デ
ィ
ス
ン
が
、
そ
の
成
立
に
大

き
な
役
割
を
果
た
し
た
一
七
八
九
年
司
法
権
法
（Judiciary A

ct 
of 1789

）
に
つ
い
て
説
明
し
た
。
同
法
に
は
、
一
つ
の
大
き
な

欠
陥
が
あ
っ
た
。
連
邦
最
高
裁
判
所
判
事
は
、
長
官
も
含
め
、
常

に
各
地
に
存
在
す
る
高
等
裁
判
所
を
巡
回
し
て
高
等
裁
判
所
審
理

に
参
加
す
る
責
務
を
負
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
合
衆
国
は
、

北
米
大
陸
の
東
海
岸
に
沿
っ
て
、
日
本
列
島
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
南

北
に
長
く
展
開
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
、
老
齢
に
あ
る

最
高
裁
判
事
に
と
っ
て
肉
体
的
負
担
が
大
き
か
っ
た
。
さ
ら
に
、

多
く
の
最
高
裁
判
事
が
、
常
に
最
高
裁
判
所
を
留
守
に
し
て
い
る

た
め
、
最
高
裁
の
審
理
が
は
か
ど
ら
な
い
、
と
い
う
問
題
を
生
じ

さ
せ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
最
高
裁
判
事
の
高
裁
へ
の
巡
回
を
廃
止

し
、
最
高
裁
判
所
と
高
等
裁
判
所
を
明
確
に
分
離
す
る
べ
き
だ
、

と
い
う
事
が
常
に
言
わ
れ
て
い
た
。
エ
ル
ス
ワ
ー
ス
の
辞
任
も
、

最
高
裁
判
事
の
職
が
激
務
で
あ
る
こ
と
に
原
因
の
一
つ
が
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
ア
ダ
ム
ズ
は
、
一
八
〇
一
年
二
月
に
、
司
法
権
法
の

改
正
法
（the Judiciary A

ct of 1801

）
を
制
定
す
る
こ
と
と

し
た
（
29
）

。
こ
の
新
法
は
、
最
高
裁
判
事
の
巡
回
任
務
を
解
く
と
共

に
、
定
数
を
六
名
か
ら
五
名
に
減
ら
す
こ
と
と
し
て
い
た
。
高
等

裁
判
所
に
つ
い
て
は
、
従
来
は
三
カ
所
に
巡
回
裁
判
所
が
あ
っ
た

の
候
補
を
は
っ
き
り
と
区
別
し
て
投
票
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

三　

司
法
権
法
の
二
度
の
改
正

初
代
連
邦
最
高
裁
判
所
長
官
の
ジ
ェ
イ
は
、
そ
の
職
に
あ
り
な

が
ら
、
外
交
活
動
に
忙
し
か
っ
た
こ
と
は
前
稿
に
紹
介
し
た
。
エ

ル
ス
ワ
ー
ス
も
同
じ
よ
う
な
立
場
に
あ
り
、
上
述
の
と
お
り
、

一
七
九
九
年
か
ら
一
八
〇
〇
年
に
掛
け
て
渡
仏
し
て
い
た
。
エ
ル

ス
ワ
ー
ス
は
、
こ
の
大
西
洋
を
渡
る
旅
が
原
因
で
重
病
に
罹
り
、

一
八
〇
〇
年
一
二
月
、
ア
ダ
ム
ズ
大
統
領
に
辞
職
を
申
し
出
た
。

そ
こ
で
、
ア
ダ
ム
ズ
は
ジ
ェ
イ
に
、
そ
の
後
任
と
し
て
再
就
任

を
依
頼
し
た
が
、
拒
絶
さ
れ
た
。
先
に
説
明
し
た
と
お
り
、
エ
ル

ス
ワ
ー
ス
が
締
結
に
関
わ
っ
た
条
約
を
巡
っ
て
、
国
務
長
官
の
ピ

カ
リ
ン
グ
を
罷
免
し
て
い
た
ア
ダ
ム
ズ
は
、
そ
の
後
任
に
ジ
ョ

ン
・
マ
ー
シ
ャ
ル
を
起
用
し
て
い
た
。
適
当
な
人
物
を
見
つ
け
ら

れ
な
か
っ
た
ア
ダ
ム
ズ
は
、
マ
ー
シ
ャ
ル
を
、
国
務
長
官
在
任
の

ま
ま
、
連
邦
最
高
裁
判
所
長
官
に
任
命
す
る
こ
と
を
決
断
し
た
。

こ
の
当
時
は
、
ジ
ェ
イ
や
エ
ル
ス
ワ
ー
ス
が
連
邦
最
高
裁
判
所
長

官
の
ま
ま
外
交
官
職
務
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
判
る
よ
う

に
、
今
日
と
違
っ
て
、
兼
職
の
禁
止
と
言
う
こ
と
が
喧
し
く
言
わ

れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
二
八
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れ
ら
の
判
事
は
、
真
夜
中
の
判
事
（the M

idnight Judges

）
の

異
名
で
知
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ア
ダ
ム
ズ
は
判
事
の
任
命
を

ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
が
就
任
す
る
前
日
の
真
夜
中
ま
で
続
け
た
と
言

わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
（
実
際
に
は
前
日
に
発
令
さ
れ
た
の
は
三
名

の
辞
令
だ
け
で
あ
っ
た
。）。

政
権
を
引
き
継
い
だ
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
の
方
で
は
、
こ
の
様
な

政
党
本
位
の
人
事
を
認
め
る
つ
も
り
は
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
人

事
を
否
定
す
る
手
段
と
し
て
一
八
〇
一
年
司
法
権
法
の
改
正
を

行
っ
た
。
そ
れ
が
一
八
〇
二
年
司
法
権
法
（Judiciary A

ct of 
1802

）
で
あ
る
（
30
）

。
同
法
は
、
一
八
〇
一
年
法
の
導
入
し
た
連
邦
裁

判
所
シ
ス
テ
ム
の
再
構
成
を
、
改
め
て
再
構
成
す
る
。
こ
の
法
律

は
、
一
八
〇
一
年
法
に
基
づ
い
て
ア
ダ
ム
ズ
が
新
規
に
任
命
し
た

連
邦
党
の
判
事
の
職
を
奪
う
こ
と
が
目
的
で
制
定
さ
れ
た
か
ら
、

一
七
八
九
年
法
の
欠
点
を
除
去
し
、
あ
る
い
は
人
口
の
変
動
に
対

応
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
見
た
場
合
に
は
、
完
全
に
改
革
に
逆
行

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
同
法
も
、
高
等
裁
判
所
を
六
ケ
所
に
し
た
点
は

一
八
〇
一
年
法
と
一
緒
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
、
そ
の
時
点
で
在
職

し
て
い
た
六
人
の
最
高
裁
判
事
を
一
人
ず
つ
任
命
す
る
こ
と
と
し

た
。
し
た
が
っ
て
、
一
八
〇
一
年
法
と
違
っ
て
、
そ
れ
ら
の
高
裁

も
の
を
、
倍
の
六
カ
所
に
常
設
裁
判
所
と
し
て
設
け
る
こ
と
と
し
、

こ
こ
に
一
六
名
の
専
任
の
裁
判
官
を
任
命
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ

れ
自
体
は
、
誠
に
妥
当
な
法
改
正
で
あ
っ
た
。

問
題
は
そ
こ
か
ら
先
に
あ
る
。
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
一
八
〇
〇

年
の
選
挙
で
、
連
邦
党
は
大
統
領
選
挙
で
敗
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、

同
時
に
行
わ
れ
た
上
下
両
院
選
挙
で
も
大
敗
し
て
い
た
。
そ
こ
で

ア
ダ
ム
ズ
大
統
領
は
、
こ
の
司
法
権
法
の
改
正
を
利
用
し
て
、
司

法
府
に
連
邦
党
の
勢
力
を
存
置
し
よ
う
と
考
え
た
。
す
な
わ
ち
、

上
述
し
た
欠
陥
是
正
の
た
め
の
改
革
に
加
え
、
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
．Ｃ
．

に
高
等
裁
判
所
を
新
設
す
る
と
共
に
、
地
方
裁
判
所
も
再
編
成
し
、

人
口
の
増
加
に
応
じ
て
既
存
の
地
方
裁
判
所
を
分
割
し
た
り
、
オ

ハ
イ
オ
地
裁
を
新
設
し
た
り
し
た
。
高
等
裁
判
所
の
権
限
も
強
化

し
た
。
そ
し
て
大
統
領
が
必
要
と
認
め
る
だ
け
の
数
の
治
安
判
事
、

執
行
官
、
事
務
官
等
の
職
の
新
設
を
認
め
る
こ
と
と
し
た
。
そ
こ

に
、
連
邦
党
員
を
任
命
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。

法
律
が
成
立
し
て
か
ら
、
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
が
就
任
す
る
ま
で

に
一
九
日
間
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
間
を
利
用
し
て
、
ア
ダ
ム
ズ
は

可
能
な
限
り
迅
速
に
、
同
法
に
よ
っ
て
新
た
に
創
設
さ
れ
た
一
六

名
の
連
邦
高
等
裁
判
所
判
事
と
、
四
二
名
の
連
邦
治
安
判
事

（F
ederalist justices of the peace

）
の
任
命
を
進
め
た
。
こ

一
二
九
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そ
の
こ
と
を
逆
か
ら
言
う
と
、
控
訴
審
法
廷
を
開
く
に
は
只
一

人
の
判
事
し
か
必
要
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
最

高
裁
判
所
判
事
は
、
し
ば
し
ば
地
方
裁
判
所
判
事
に
控
訴
審
を
委

ね
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
結
果
と
し
て
、
最
高
裁
判
所
判
事

は
、
多
く
の
場
合
に
、
控
訴
審
の
開
廷
を
地
方
裁
判
所
判
事
に
頼

る
こ
と
に
な
っ
た
。
従
来
最
高
裁
判
所
判
事
に
と
っ
て
非
常
に
大

き
な
負
担
で
あ
っ
た
馬
に
乗
っ
て
の
巡
回
を
行
わ
ず
に
済
ま
せ
ら

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
、
一
八
四
〇
年
に
、

こ
の
巡
回
裁
判
制
度
が
消
滅
す
る
ま
で
、
最
高
裁
判
所
判
事
を

“riding circuit ”

の
激
務
か
ら
救
う
上
で
、
大
き
な
重
要
性
を
持

つ
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
様
な
改
正
に
よ
り
、
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
は
、
一
八
〇
一
年

法
が
作
り
出
し
た
新
規
の
司
法
官
職
を
消
滅
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
改
正
法
が
成
立
し
た
の
は
、
真
夜
中
の

判
事
た
ち
が
就
任
し
て
か
ら
一
年
以
上
も
経
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。

合
衆
国
憲
法
三
条
一
節
二
項
は
「
最
高
裁
判
所
お
よ
び
下
位
裁

判
所
の
裁
判
官
は
い
ず
れ
も
、
非
行
な
き
限
り
、
そ
の
職
を
保
持

す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
定
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
度

判
事
と
し
て
任
命
さ
れ
れ
ば
、
例
え
法
改
正
に
よ
っ
て
、
そ
の
職

を
行
う
べ
き
法
廷
が
消
滅
し
て
も
、
辞
任
し
な
い
限
り
、
任
期
一

で
は
、
新
し
い
高
裁
判
事
職
は
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
お
か

げ
で
最
高
裁
判
事
は
、
自
分
の
担
当
す
る
区
域
に
お
い
て
、
地
方

裁
判
所
判
事
と
共
に
、
一
年
の
大
半
の
期
間
を
、
再
び
「
馬
に

乗
っ
て
の
巡
回
裁
判“riding circuit ”

」
を
す
る
羽
目
に
な
っ
た
。

ま
た
、
一
八
〇
一
年
法
が
設
置
し
た
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
、
テ
ネ
シ
ー

及
び
メ
イ
ン
等
の
高
等
裁
判
所
は
、
新
判
事
の
任
命
を
防
ぐ
た
め

廃
止
さ
れ
た
。

地
方
裁
判
所
に
関
し
て
は
、
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
地
方
裁
判
所

の
地
域
を
ア
ル
ベ
マ
ー
ル
、
ケ
ー
プ
フ
ィ
ア
、
パ
ム
プ
テ
ィ
コ
の

三
地
区
に
分
割
し
、
ま
た
テ
ネ
シ
ー
州
に
つ
い
て
も
東
西
二
地
区

に
分
割
し
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
新
た
な
判
事
職
は
創
設
さ
れ

ず
、
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
と
テ
ネ
シ
ー
州
の
地
区
の
地
方
裁
判

所
判
事
は
、
巡
回
裁
判
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
改
正
の
結
果
、
高
等
裁
判
所
は
わ
ず
か
二
名
の
裁
判
官
で

構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
同
法
は
、
二
人
の
意
見
が
一

致
し
な
い
法
律
問
題
に
つ
い
て
は
最
高
裁
判
所
に
問
い
合
わ
せ
る

権
利
を
認
め
た
。
ま
た
、
地
方
裁
判
所
判
事
は
、
自
分
自
身
が
担

当
し
た
事
件
の
控
訴
審
に
つ
い
て
は
担
当
で
き
な
い
こ
と
と
な
っ

た
。
こ
の
結
果
、
そ
の
種
事
件
に
つ
い
て
は
、
最
高
裁
判
所
か
ら

の
巡
回
判
事
が
一
人
で
決
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

一
三
〇
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サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
選
出
の
下
院
議
員
リ
ン
カ
ー
ン
（L

evi 
L
incoln

）
を
司
法
長
官
に
任
命
す
る
と
共
に
、
国
務
長
官
と
な

る
予
定
で
あ
っ
た
マ
デ
ィ
ス
ン
が
ワ
シ
ン
ト
ン
特
別
区
に
い
な

か
っ
た
た
め
、
マ
デ
ィ
ス
ン
が
正
式
に
国
務
長
官
に
着
任
し
た

一
八
〇
一
年
五
月
二
日
ま
で
国
務
長
官
代
行
に
任
じ
た
。
ジ
ェ

フ
ァ
ー
ソ
ン
は
、
同
時
に
リ
ン
カ
ー
ン
に
、
残
っ
て
い
た
辞
令
を

送
達
し
な
い
よ
う
に
命
じ
た
。
こ
れ
は
一
七
八
九
年
国
務
省
設
置

法
一
条
が
明
確
に
定
め
る
辞
令
の
送
達
義
務
に
違
反
し
て
お
り
、

違
法
な
行
為
で
あ
る
（
31
）

。

一
八
〇
二
年
司
法
権
法
が
一
八
〇
一
年
司
法
権
法
を
廃
止
し
た

結
果
、
一
八
〇
二
年
司
法
権
法
に
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
点
に
つ
い

て
は
一
七
八
九
年
司
法
権
法
が
復
活
し
た
。
同
法
一
三
条
に
次
の

規
定
が
あ
る
。

“T
he suprem

e court shall also have 

…w
rits of 

m
andam

us, in cases w
arranted by the principles and 

usages of law
, to any courts appointed, or persons 

holding office, under the authority of the U
nited 

S
tates. ”

最
高
裁
判
所
は
…
法
の
原
則
と
慣
行
に
よ
り
認
め
ら
れ
た

場
合
に
は
、
職
務
執
行
令
状
を
、
合
衆
国
の
権
限
下
に
設
置

杯
は
そ
の
職
を
保
持
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
、
治
安
判
事

は
五
年
の
任
期
の
間
、
二
〇
ド
ル
の
報
酬
を
受
け
る
こ
と
が
出
来

る
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
マ
ー
ベ
リ
対
マ
デ
ィ
ソ
ン
事
件
が
発

生
す
る
理
由
が
あ
る
。

四　

マ
ー
ベ
リ
対
マ
デ
ィ
ソ
ン
事
件

（
一
）　

事
件
の
内
容

本
件
に
お
け
る
原
告
マ
ー
ベ
リ
（W

illiam
 M
arbury

）
は
、

一
八
〇
一
年
司
法
権
法
に
基
づ
き
、
ア
ダ
ム
ズ
大
統
領
に
よ
り
、

ワ
シ
ン
ト
ン
特
別
区
に
お
け
る
連
邦
治
安
判
事
の
一
人
に
任
命
さ

れ
た
。
連
邦
判
事
の
任
命
は
上
院
の
同
意
に
よ
り
成
立
す
る
。
同

意
は
す
べ
て
正
規
に
得
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
辞
令

（com
m
ission

）
は
す
べ
て
、
ア
ダ
ム
ズ
大
統
領
に
よ
り
正
規
に

署
名
さ
れ
、
正
規
の
合
衆
国
の
封
印
が
マ
ー
シ
ャ
ル
国
務
長
官
に

よ
っ
て
張
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
任
命
の
発
効
に
は
辞
令
が
任
命
さ

れ
た
者
に
送
達
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
辞
令
の
送
達
は
マ
ー
シ
ャ

ル
国
務
長
官
の
責
務
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
数
名
の
者
に
つ
い
て

は
任
期
内
に
辞
令
の
交
付
に
至
ら
ず
、
そ
の
送
達
は
後
任
の
国
務

長
官
で
あ
る
マ
デ
ィ
ス
ン
に
委
託
さ
れ
た
。

ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
は
大
統
領
に
就
任
す
る
と
、
三
月
五
日
に
マ

一
三
一
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こ
の
事
件
で
、
マ
ー
シ
ャ
ル
は
非
常
に
難
し
い
立
場
に
い
た
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
は
法
律
を
無
視
し
て
辞

令
の
交
付
を
行
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
律
に

従
え
ば
、
職
務
執
行
令
状
を
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
令

状
を
出
し
て
も
マ
デ
ィ
ス
ン
が
辞
令
を
交
付
す
る
と
は
考
え
ら
れ

な
い
。
ジ
ェ
イ
が
下
し
た
チ
ザ
ム
対
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
事
件
判
決
と

同
じ
よ
う
に
、
判
決
を
被
告
人
か
ら
無
視
さ
れ
た
の
で
は
、
連
邦

最
高
裁
判
所
の
権
利
は
失
墜
す
る
。
さ
り
と
て
、
法
律
を
無
視
し

て
令
状
を
出
さ
な
い
と
決
定
し
、
違
法
行
為
の
追
認
を
し
た
の
で

は
、
や
は
り
連
邦
最
高
裁
判
所
の
権
威
は
失
墜
す
る
。
つ
ま
り
、

令
状
を
出
し
て
も
出
さ
な
く
て
も
、
権
威
の
失
墜
を
招
く
と
い
う

情
況
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
難
し
い
局
面
で
、
マ
ー
シ
ャ
ル
が
選
ん
だ
第
三
の
道
が
、

違
憲
立
法
審
査
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
二
）　

判
決
の
内
容

マ
ー
シ
ャ
ル
は
、
ア
ダ
ム
ズ
の
任
命
行
為
そ
の
も
の
は
完
了
し

て
い
た
、
と
認
定
し
た
上
で
、
上
述
し
た
一
七
八
九
年
司
法
権
法

一
三
条
の
解
釈
を
行
う
。

そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
司
法
権
に
関
す
る
憲
法
の
規
定
で

さ
れ
た
す
べ
て
の
裁
判
所
な
い
し
は
官
職
に
あ
る
者
に
発
す

る
権
限
を
有
す
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
辞
令
交
付
の
拒
否
と
い
う
事
態
に
当
た
り
、
任

命
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
マ
ー
ベ
リ
等
は
、
同
条
に
基
づ
き
、
マ

デ
ィ
ス
ン
国
務
長
官
を
相
手
方
と
し
て
、
辞
令
の
交
付
を
命
じ
る

職
務
執
行
令
状
（w

rit of m
andam

us

）
の
発
付
を
求
め
て
、
合

衆
国
最
高
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
し
た
（
32
）

。

こ
の
結
果
、
こ
の
訴
訟
で
は
、
ジ
ョ
ン
・
マ
ー
シ
ャ
ル
は
前
国

務
長
官
と
し
て
証
言
す
る
と
共
に
、
合
衆
国
最
高
裁
判
所
長
官
と

し
て
判
決
を
書
い
て
い
る
。
こ
れ
も
今
日
で
あ
れ
ば
考
え
ら
れ
な

い
。こ

の
判
決
は
、
判
決
形
式
と
い
う
点
で
も
画
期
的
な
も
の
と

な
っ
た
。
前
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ジ
ェ
イ
・
コ
ー
ト
か
ら
エ
ル

ス
ワ
ー
ス
・
コ
ー
ト
ま
で
は
、
英
国
の
判
決
形
式
の
伝
統
を
引
き

継
ぎ
、
判
決
に
関
与
し
た
す
べ
て
の
判
事
が
、
そ
の
席
次
の
順
に

自
分
の
意
見
を
書
い
て
い
く
形
式
だ
っ
た
の
で
、
判
決
の
結
論
は

ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
こ
と
が
判
り
に
く
か
っ
た
。
マ
ー
シ
ャ

ル
は
、
こ
の
判
決
で
、
今
日
の
判
決
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ま
ず

多
数
意
見
に
基
づ
く
意
見
を
書
く
と
い
う
形
式
を
確
立
し
た
の
で

あ
る
。

一
三
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ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

仮
に
立
法
府
の
裁
量
に
基
づ
い
て
司
法
権
を
最
高
裁
判
所

と
下
級
裁
判
所
と
の
間
で
配
分
す
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い

た
場
合
に
は
、
司
法
権
と
そ
れ
に
基
づ
く
べ
き
裁
判
制
度
を

定
義
す
る
こ
と
は
無
用
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
若
し
そ
の
よ
う

に
構
成
さ
れ
て
い
た
場
合
に
は
本
節
以
降
の
部
分
は
、
単
な

る
余
剰
で
、
完
全
に
無
意
味
で
あ
る
。
仮
に
議
会
が
、
憲
法

が
本
法
廷
を
第
一
審
と
宣
言
し
た
も
の
に
関
し
上
訴
裁
判
と

し
、
憲
法
が
上
訴
裁
判
と
宣
言
し
た
も
の
に
関
し
第
一
審
裁

判
権
を
与
え
る
自
由
を
有
す
る
な
ら
ば
、
憲
法
が
行
っ
た
司

法
権
限
の
配
分
は
実
質
を
持
た
な
い
形
式
に
過
ぎ
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
公
務
員
に
職
務
執
行
令
状
を
発
行
す
る
と

い
う
、
合
衆
国
司
法
制
度
を
創
設
す
る
法
律
に
よ
っ
て
最
高

裁
判
所
に
与
え
ら
れ
た
権
限
は
、
憲
法
で
保
証
さ
れ
て
い
な

い
よ
う
に
見
え
る
の
で
、
司
法
権
に
そ
の
よ
う
な
権
限
を
授

与
で
き
る
か
否
か
検
討
す
る
要
が
あ
る
。」

こ
こ
か
ら
、
マ
ー
シ
ャ
ル
は
憲
法
の
理
念
を
説
く
。

「
人
々
は
将
来
の
政
府
の
た
め
に
原
則
を
定
立
す
る
固
有
の

権
利
を
有
し
て
い
る
。
彼
ら
の
意
見
に
よ
れ
ば
、
人
び
と
の

幸
福
を
最
も
良
く
導
く
で
あ
ろ
う
そ
の
原
則
が
、
す
べ
て
の

あ
る
。
そ
の
点
に
関
し
て
、
合
衆
国
憲
法
三
条
二
節
二
項
は
次
の

様
に
定
め
て
い
る
。

「
大
使
そ
の
他
の
外
交
使
節
お
よ
び
領
事
に
か
か
わ
る
す
べ

て
の
事
件
、
な
ら
び
に
州
が
当
事
者
で
あ
る
す
べ
て
の
事
件

に
つ
い
て
は
、
最
高
裁
判
所
は
、
第
一
審
管
轄
権
を
有
す
る
。

前
項
に
掲
げ
た
そ
の
他
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
最
高
裁
判
所

は
、
連
邦
議
会
の
定
め
る
例
外
の
場
合
を
除
き
、
連
邦
議
会

の
定
め
る
規
則
に
従
い
、
法
律
問
題
お
よ
び
事
実
問
題
の
双

方
に
つ
い
て
上
訴
管
轄
権
を
有
す
る
。」

つ
ま
り
、
こ
の
規
定
に
よ
る
と
連
邦
最
高
裁
判
所
が
第
一
審
裁

判
所
に
な
れ
る
の
は
外
交
関
係
か
、
州
関
係
の
事
件
だ
け
で
あ
る
。

そ
れ
な
の
に
、
一
七
八
九
年
法
は
、
そ
れ
に
加
え
て
令
状
の
交
付

に
関
す
る
第
一
審
裁
判
所
と
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

マ
ー
シ
ャ
ル
は
言
う
。

「
憲
法
は
最
高
裁
判
所
及
び
議
会
が
時
に
応
じ
て
制
定
し
、

設
立
す
る
下
級
裁
判
所
に
、
合
衆
国
全
体
の
司
法
権
を
授
与

し
て
い
る
。
こ
の
権
力
は
、
明
示
的
に
合
衆
国
の
法
に
基
づ

い
て
生
じ
た
す
べ
て
の
事
件
に
及
び
、
そ
の
結
果
、
何
ら
か

の
形
で
、
本
事
件
の
上
に
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ

な
ら
、
主
張
さ
れ
た
権
利
は
、
合
衆
国
の
法
に
よ
っ
て
与
え

一
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た
、
も
し
法
が
禁
止
し
、
あ
る
い
は
許
容
す
る
こ
と
が
義
務

の
違
い
を
も
た
ら
さ
な
い
な
ら
ば
、
政
府
の
権
力
の
限
定
と

無
限
定
の
区
別
は
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
選
択
肢
の
間
に
中
間
的
折
衷
の
余
地
は
な
い
。
憲
法

は
、
超
越
的
で
最
高
の
法
で
あ
り
、
通
常
の
方
法
で
は
改
正

で
き
な
い
も
の
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
通
常
の
立
法
府
の
法

律
で
あ
っ
て
、
他
の
法
律
と
同
様
、
立
法
府
が
改
正
し
た
い

と
望
め
ば
改
正
し
う
る
も
の
で
あ
る
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。

も
し
前
者
の
選
択
肢
が
真
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
立
法
府
の

制
定
し
た
法
律
で
、
憲
法
に
違
反
す
る
も
の
は
法
で
は
無
い
。

も
し
後
者
が
真
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
成
文
憲
法
は
権
力
の
本

来
的
無
限
性
を
制
限
し
よ
う
と
い
う
、
人
々
の
不
合
理
な
試

み
の
一
つ
で
あ
る
。

間
違
い
な
く
、
成
文
憲
法
で
枠
組
み
を
作
っ
た
す
べ
て
の

人
び
と
は
、
国
家
の
基
本
的
か
つ
最
高
の
法
を
制
定
す
る
に

当
た
っ
て
、
こ
の
問
題
を
熟
考
し
た
。
結
論
と
し
て
、
あ
ら

ゆ
る
そ
の
よ
う
な
政
府
に
関
す
る
理
論
は
、
憲
法
に
抵
触
す

る
立
法
は
無
効
で
あ
る
と
い
う
事
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。」

こ
う
し
て
、
わ
が
国
憲
法
で
言
え
ば
、
九
八
条
一
項
に
相
当
す

る
結
論
を
理
論
的
に
導
い
た
わ
け
で
あ
る
。
問
題
は
、
そ
れ
を
裁

米
国
の
構
造
が
樹
立
さ
れ
て
い
る
基
礎
で
あ
る
。
こ
の
固
有

の
権
利
の
行
使
は
、
非
常
に
偉
大
な
る
活
動
で
あ
り
、
し
ば

し
ば
繰
り
返
し
て
行
使
さ
れ
る
こ
と
は
出
来
ず
、
行
使
さ
れ

る
べ
き
で
も
な
い
。
そ
れ
故
に
そ
の
よ
う
に
し
て
樹
立
さ
れ

た
原
則
は
、
基
本
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
彼

ら
に
由
来
す
る
権
力
は
最
高
の
も
の
で
あ
り
、
め
っ
た
に
行

使
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
永
久
的
な
も
の
と
し
て
設
計
さ
れ

て
い
る
。

こ
の
固
有
か
つ
最
高
の
意
思
が
政
府
を
組
織
し
、
各
部
門

に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
権
力
を
割
り
当
て
て
い
る
。
そ
れ
は
、
そ

れ
ら
の
部
門
が
止
ま
る
べ
き
所
を
示
し
、
な
い
し
踰
越
す
る

こ
と
の
出
来
な
い
限
界
を
創
設
し
て
い
る
。

合
衆
国
政
府
に
関
し
て
は
後
者
の
記
述
が
あ
る
。
立
法
府

の
権
力
は
定
義
さ
れ
、
限
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら

の
限
定
は
、
誤
解
さ
れ
た
り
、
忘
れ
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
の

な
い
よ
う
に
、
憲
法
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
も
し
、
そ
れ
ら

の
限
界
が
、
立
法
府
が
制
限
し
よ
う
と
意
図
す
れ
ば
い
つ
で

も
立
法
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
何
の
目
的
で
権
力
は
限
定
さ

れ
、
そ
の
限
定
が
記
述
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？　

も
し

そ
う
し
た
限
定
が
責
務
を
課
せ
ら
れ
た
人
を
制
限
せ
ず
、
ま

一
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判
所
は
、
法
に
従
っ
て
憲
法
を
無
視
す
る
か
、
あ
る
い
は
憲

法
に
従
っ
て
法
を
無
視
し
て
そ
の
事
例
を
判
断
す
る
、
い
ず

れ
か
の
必
要
が
あ
る
の
で
、
裁
判
所
は
、
そ
の
事
件
を
支
配

す
る
こ
れ
ら
の
競
合
す
る
規
範
の
い
ず
れ
に
依
る
か
を
決
定

す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
司
法
の
義
務
の
絶
対
的
本
質
で

あ
る
。

裁
判
所
は
憲
法
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
憲
法
は
議

会
の
制
定
す
る
通
常
の
法
律
よ
り
も
優
越
す
る
と
す
る
な
ら

ば
、
そ
れ
ら
両
方
が
適
用
さ
れ
る
事
件
で
は
、
そ
れ
ら
通
常

法
律
で
は
な
く
、
憲
法
が
そ
の
事
件
を
支
配
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

憲
法
は
裁
判
所
に
お
い
て
最
高
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

と
い
う
原
則
を
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
裁
判
所
が
憲
法

に
目
を
閉
じ
、
法
の
み
を
参
照
し
て
法
廷
を
維
持
す
る
必
要

性
に
還
元
さ
れ
る
。

こ
の
教
義
は
、
あ
ら
ゆ
る
成
文
憲
法
の
基
礎
を
覆
す
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
は
、
我
々
の
政
治
体
制
の
原
則
と
理
論
に
よ
れ

ば
完
全
に
無
効
で
あ
る
法
律
が
、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
実

際
に
は
、
完
全
に
強
制
力
を
有
す
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
そ
れ
は
、
議
会
が
明
示
的
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と

判
所
が
言
う
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
言
え
れ
ば
、

裁
判
所
は
違
憲
立
法
審
査
権
を
有
す
る
か
否
か
が
問
題
に
な
る
。

「
憲
法
に
反
す
る
議
会
の
法
律
が
無
効
で
あ
る
場
合
、
そ
の

無
効
に
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
所
を
拘
束
し
、
そ
の
効
力
を
認

め
る
義
務
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
が
法

で
は
無
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
あ
た
か
も
法
で
あ
る
か

の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
規
範
を
構
成
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。

こ
れ
は
、
実
際
、
一
見
し
た
限
り
で
は
主
張
の
不
条
理
さ

が
大
き
す
ぎ
理
論
的
に
確
立
さ
れ
た
も
の
を
実
際
に
転
覆
す

る
、
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
言
う
に
は
さ
ら

に
多
く
の
検
討
を
必
要
と
す
る
。

何
が
法
で
あ
る
か
を
言
う
こ
と
は
、
明
ら
か
に
司
法
部
の

範
疇
に
属
し
、
そ
の
義
務
で
あ
る
。
特
定
の
ケ
ー
ス
に
規
範

を
適
用
す
る
者
は
、
必
然
的
に
規
範
を
説
明
し
、
解
釈
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
仮
に
二
つ
の
法
が
互
い
に
抵
触
す
る
場

合
に
は
、
裁
判
所
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
を
決
定
す
る
必
要

が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
法
が
憲
法
に
反
し
て
い
る
場
合
、
も
し
も

法
と
憲
法
の
両
者
を
特
定
事
件
に
適
用
し
た
場
合
に
は
、
裁
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て
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
が
そ
れ
を
そ

も
そ
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
ど
の
部

分
が
、
彼
ら
が
読
み
、
あ
る
い
は
従
う
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
？
」

こ
う
し
て
、
マ
ー
シ
ャ
ル
は
違
憲
審
査
を
行
う
の
が
正
義
だ
と

論
じ
る
。
問
題
は
、
日
本
国
憲
法
と
違
っ
て
、
合
衆
国
憲
法
に
は

違
憲
審
査
を
許
容
す
る
明
文
の
規
定
が
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
で

あ
る
。
し
か
し
、
マ
ー
シ
ャ
ル
は
、
黙
示
的
に
違
憲
審
査
を
予
定

し
て
い
る
規
定
が
合
衆
国
憲
法
中
に
多
数
存
在
し
て
い
る
と
説
く
。

第
一
に
マ
ー
シ
ャ
ル
が
取
り
上
げ
た
の
は
、
合
衆
国
憲
法
一
条

九
節
五
項
で
あ
る
。

「
憲
法
は
『
各
州
か
ら
輸
出
さ
れ
る
物
品
に
対
し
て
、
租
税

ま
た
は
関
税
を
賦
課
し
て
は
な
ら
な
い
』
と
宣
言
し
て
い
る
。

綿
、
煙
草
な
い
し
小
麦
粉
に
対
す
る
課
税
が
あ
り
、
そ
れ
を

取
り
戻
す
た
め
の
訴
訟
を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
事
件
で
、

裁
判
所
は
判
断
を
放
棄
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
裁
判
官
は
憲
法

に
目
を
閉
じ
て
、
法
律
の
み
を
見
る
べ
き
だ
ろ
う
か
？
」

第
二
に
マ
ー
シ
ャ
ル
が
取
り
上
げ
た
の
は
、
合
衆
国
憲
法
第
一

条
第
九
節
三
項
で
あ
る
。

「
憲
法
は
、『
私
権
剥
奪
法
（
33
）

ま
た
は
事
後
法
を
制
定
し
て
は

を
あ
え
て
行
う
場
合
に
も
、
そ
の
よ
う
な
法
律
は
、
明
示
的

な
禁
止
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
に
は
有
効
な
で
あ
る
と
述

べ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
議
会
に
、
そ
の
権
限
を

狭
い
範
囲
に
制
限
し
て
い
る
の
と
同
じ
限
度
で
、
実
行
上
、

実
質
的
に
全
能
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
記
述
し
て

い
る
限
界
は
、
任
意
に
踰
越
し
う
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
そ
れ
は
私
達
が
政
治
制
度
上
の
大
き
な
改
善

と
判
断
し
た
も
の
、
す
な
わ
ち
成
文
憲
法
を
無
に
帰
し
、
成

文
憲
法
を
あ
れ
ほ
ど
畏
敬
の
念
を
持
っ
て
み
た
米
国
に
お
い

て
、
そ
の
構
造
を
否
定
す
る
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
合

衆
国
憲
法
の
独
特
の
表
現
は
、
そ
の
否
定
を
支
持
す
る
補
足

的
議
論
を
提
供
す
る
。

合
衆
国
の
司
法
権
は
、
憲
法
の
下
で
生
じ
た
す
べ
て
の
事

件
に
拡
張
さ
れ
る
。

憲
法
を
検
討
す
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
事
が
、
こ
の

権
力
を
与
え
た
人
々
の
意
図
で
あ
り
う
る
だ
ろ
う
か
？　

憲

法
の
下
で
発
生
す
る
事
件
を
、
そ
れ
が
発
生
し
た
手
段
を
調

べ
る
こ
と
な
く
決
定
さ
れ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
？

こ
れ
は
余
り
に
も
無
駄
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

あ
る
事
件
で
は
、
し
た
が
っ
て
、
憲
法
が
裁
判
官
に
よ
っ

一
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米
国
違
憲
立
法
審
査
権
の
確
立
（
甲
斐
）

（
四
七
七
）

第
四
に
マ
ー
シ
ャ
ル
が
取
り
上
げ
た
の
は
、
合
衆
国
憲
法
六
条

三
節
が
定
め
る
裁
判
官
の
宣
誓
義
務
で
あ
る
。
同
節
は
、
次
の
様

に
定
め
て
い
る
。

「
こ
の
憲
法
に
定
め
る
上
院
議
員
お
よ
び
下
院
議
員
、
州
の

立
法
部
の
議
員
、
な
ら
び
に
合
衆
国
お
よ
び
各
州
の
す
べ
て

の
行
政
官
お
よ
び
司
法
官
は
、
宣
誓
ま
た
は
宣
誓
に
代
る
確

約
に
よ
り
、
こ
の
憲
法
を
擁
護
す
る
義
務
を
負
う
。
但
し
、

合
衆
国
の
い
か
な
る
官
職
ま
た
は
信
任
に
よ
る
職
務
に
就
く

資
格
条
件
と
し
て
、
宗
教
上
の
審
査
を
課
し
て
は
な
ら
な

い
。」

こ
の
宣
誓
義
務
は
、
日
本
国
憲
法
で
言
え
ば
、
九
九
条
が
課
し

て
い
る
公
務
員
の
憲
法
忠
実
義
務
に
相
当
す
る
も
の
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
規
定
に
つ
い
て
、
マ
ー
シ
ャ
ル
は
次
の
様
に
説
明
す
る
。

「
こ
れ
ら
の
規
定
及
び
そ
の
他
多
く
の
も
の
か
ら
、
憲
法
起

草
者
が
、
裁
判
所
の
統
制
ば
か
り
で
な
く
、
議
会
統
制
の
道

具
と
し
て
憲
法
を
考
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ぜ
、
そ
れ
は
裁
判
官
に
そ
れ
を
擁
護

す
る
こ
と
を
宣
誓
す
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
？　

こ
の
宣
誓
は
、
確
か
に
彼
ら
の
公
的
性
格
に
応
じ
て
、

な
ら
な
い
。』
と
宣
言
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
も
し
も
、
そ
の
よ
う
な
法
案
が
通
過
さ

れ
る
べ
き
で
あ
り
、
あ
る
人
が
そ
の
下
に
起
訴
さ
れ
る
場
合

に
、
裁
判
所
は
、
憲
法
が
守
ろ
う
と
努
力
し
て
い
る
、
そ
れ

ら
の
犠
牲
者
に
対
し
死
刑
を
宣
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

だ
ろ
う
か
？
」

第
三
に
マ
ー
シ
ャ
ル
が
取
り
上
げ
た
の
は
、
後
に
バ
ー
が
ジ
ェ

フ
ァ
ー
ソ
ン
か
ら
反
逆
罪
で
訴
え
ら
れ
た
際
、
彼
の
身
を
守
る
こ

と
と
な
っ
た
合
衆
国
憲
法
三
条
三
節
二
項
で
あ
る
。

「
憲
法
は
『
何
人
も
、
同
一
の
外
的
行
為
に
つ
い
て
の
二
人

の
証
人
の
証
言
、
ま
た
は
公
開
の
法
廷
で
の
自
白
に
よ
る
の

で
な
け
れ
ば
、
反
逆
罪
で
有
罪
と
さ
れ
な
い
。』
と
宣
言
す

る
。こ

こ
で
は
、
憲
法
の
文
言
は
、
特
に
裁
判
所
に
宛
て
た
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
直
接
裁
判
所
に
対
し
、
採
用
す
べ
き

で
な
い
証
拠
に
関
す
る
規
則
を
規
定
し
て
い
る
。
仮
に
、
議

会
が
そ
の
規
則
を
変
更
し
、
証
人
は
一
人
で
、
も
し
く
は
法

定
外
に
お
け
る
自
白
で
足
り
る
と
宣
言
し
た
場
合
、
憲
法
上

の
原
則
は
議
会
の
法
律
に
屈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ

う
か
？
」

一
三
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日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
二
月
）

（
四
七
八
）

は
言
う
。

「
国
の
最
高
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
宣
言
す
る
に
は
、

米
国
の
法
律
一
般
で
は
な
く
、
憲
法
そ
れ
自
体
が
最
初
に
言

及
さ
れ
る
こ
と
に
加
え
、
法
律
が
憲
法
の
遂
行
と
し
て
制
定

さ
れ
る
と
い
う
階
層
を
も
っ
て
い
る
と
し
な
い
限
り
、
そ
れ

を
遵
守
す
る
価
値
は
全
く
な
い
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
米
国
憲
法
の
特
定
の
表
現
が
確
認
さ

れ
、
あ
ら
ゆ
る
成
文
憲
法
に
お
い
て
、
憲
法
に
反
す
る
法
律

は
無
効
で
あ
る
と
い
う
原
則
が
本
質
的
な
も
の
と
さ
れ
る
と

い
う
原
則
が
強
化
さ
れ
る
。
裁
判
所
は
、
他
の
部
門
と
同
様
、

こ
の
法
律
文
書
に
拘
束
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

規
範
は
守
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。」

こ
う
し
て
、
マ
ー
シ
ャ
ル
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
合
衆
国

憲
法
の
述
べ
て
い
る
限
ら
れ
た
場
合
に
し
か
第
一
審
と
し
て
活
動

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
一
七
八
九
年
司
法
権

法
一
三
条
を
違
憲
と
し
、
そ
れ
に
基
づ
き
、
マ
ー
ベ
リ
等
の
訴
え

を
退
け
た
の
で
あ
る
。

五　

マ
カ
ラ
ッ
ク
対
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
事
件

こ
の
マ
カ
ラ
ッ
ク
対
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
事
件
（M

cC
ulloch v. 

そ
の
行
為
に
特
別
な
方
式
で
な
さ
れ
る
。
も
し
、
彼
ら
が
自

ら
擁
護
す
る
と
宣
誓
し
た
こ
と
を
侵
害
す
る
た
め
の
道
具
と

し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
道
具
で
あ
る
こ
と
を

知
っ
て
い
る
彼
ら
に
そ
の
義
務
を
課
す
る
こ
と
は
何
と
不
道

徳
的
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

就
任
時
の
宣
誓
は
、
こ
れ
も
又
議
会
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
議
会
の
見
解
を

完
全
に
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
次
の
言
葉
で
あ
る
。

『
私
は
厳
粛
に
、
私
が
人
に
関
係
な
く
正
義
を
管
理
し
、

貧
し
き
者
に
も
富
め
る
者
に
も
等
し
く
権
利
を
認
め
る
こ

と
を
誓
う
。
そ
し
て
、
私
は
忠
実
か
つ
公
平
に
私
の
能
力

と
理
解
の
最
善
を
尽
く
し
て
合
衆
国
の
憲
法
と
法
律
に
し

た
が
う
（
34
）

。』

も
し
憲
法
が
そ
の
統
治
の
た
め
の
規
範
を
形
成
し
て
い
な

い
な
ら
ば
、
な
ぜ
裁
判
官
は
合
衆
国
憲
法
に
従
っ
て
彼
の
義

務
を
遂
行
す
る
と
誓
う
の
だ
ろ
う
か
？　

も
し
も
彼
に
は
禁

じ
ら
れ
、
彼
に
よ
っ
て
審
査
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
場
合

に
？
」

こ
の
よ
う
に
、
成
文
憲
法
上
、
あ
き
ら
か
に
違
憲
審
査
を
予
定

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
規
定
を
列
挙
し
た
上
で
、
マ
ー
シ
ャ
ル

一
三
八



米
国
違
憲
立
法
審
査
権
の
確
立
（
甲
斐
）

（
四
七
九
）

に
財
務
長
官
ハ
ミ
ル
ト
ン
に
よ
っ
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行

（B
ank of E

ngland

、
正
式
名
称
はthe G

overnor and 
C
om
pany of the B

ank of E
ngland

）
を
模
範
と
し
て
提
案
さ

れ
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
は
、
名
誉
革
命
後
の
長
期
に
わ
た
る

英
国
の
戦
争
戦
費
を
見
事
に
支
え
た
た
め
、
そ
の
制
度
は
英
国
で

は
財
政
革
命
（F

inancial revolution

）
と
呼
ば
れ
る
。
第
一
次

合
衆
国
銀
行
は
、
そ
れ
に
倣
っ
て
、
基
本
的
に
独
立
戦
争
の
間
に

合
衆
国
が
負
担
し
た
膨
大
な
債
務
を
処
理
す
る
手
段
と
し
て
考
案

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
国
務
長
官
の
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
や
議
員
の
マ
デ
ィ
ス

ン
は
、
連
邦
が
銀
行
を
設
立
す
る
と
い
う
ア
イ
デ
ア
そ
の
も
の
に

激
し
く
反
発
し
た
。「
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
に
言
わ
せ
れ
ば
、
銀
行

と
は
、
貧
乏
人
か
ら
金
を
巻
き
上
げ
、
農
家
を
圧
迫
し
、
質
素
な

共
和
主
義
を
堕
落
さ
せ
る
ぜ
い
た
く
好
き
を
生
む
た
め
の
仕
掛
け

だ
っ
た
（
35
）

。」　

そ
し
て
、
中
央
銀
行
の
設
立
は
違
憲
で
あ
る
と
主
張

し
た
。

一
七
八
七
年
に
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
で
開
か
れ
た
憲
法
制
定
会

議
で
は
、
マ
デ
ィ
ス
ン
は
、
連
邦
政
府
が
必
要
と
す
る
会
社
設
立

の
権
限
を
連
邦
議
会
に
与
え
る
よ
う
に
提
案
し
て
い
た
が
、
通
ら

な
か
っ
た
。
中
央
銀
行
設
立
の
提
案
も
検
討
さ
れ
は
し
た
が
、
州

M
aryland, 17 U

.S
. 316 

（1819

））
は
、
日
本
で
紹
介
さ
れ
る

米
国
憲
法
訴
訟
で
は
あ
ま
り
取
り
上
げ
な
い
が
、
米
国
の
そ
の
後

の
歴
史
に
重
大
影
響
を
与
え
た
、
き
わ
め
て
重
要
な
判
決
で
あ
る
。

（
一
）　

事
件
の
背
景

マ
ー
ベ
リ
対
マ
デ
ィ
ソ
ン
事
件
が
、
一
八
〇
〇
年
の
選
挙
を
知

ら
な
い
と
理
解
で
き
な
い
の
と
同
様
、
米
国
中
央
銀
行
の
歴
史
を

知
ら
な
い
と
、
こ
の
判
決
の
意
味
は
理
解
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、

簡
単
に
中
央
銀
行
の
歴
史
を
説
明
す
る
。

こ
ん
に
ち
の
米
国
に
は
他
国
と
違
い
、
中
央
銀
行
は
存
在
し
な

い
が
、
独
立
後
間
も
な
い
時
期
の
米
国
に
は
第
一
次
合
衆
国
銀
行

（F
irst B

ank of the U
nited S

tates

）（
一
七
九
一
年
）
及
び

第
二
次
合
衆
国
銀
行
（S

econd B
ank of the U

nited S
tates

）

（
一
八
一
六
年
）
と
し
て
知
ら
れ
る
中
央
銀
行
が
存
在
し
た
。
マ

カ
ラ
ッ
ク
対
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
事
件
そ
の
も
の
は
、
第
二
次
合
衆

国
銀
行
に
関
す
る
事
件
で
あ
る
が
、
事
件
の
ベ
ー
ス
に
な
っ
た
中

央
銀
行
の
合
憲
性
の
問
題
は
、
第
一
次
合
衆
国
銀
行
で
も
同
一
で

あ
っ
た
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
戦
後
処
理
の
た
め
に
設
立
さ
れ
た
中
央
銀

行
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
次
合
衆
国
銀
行
は
、
一
七
九
一
年

一
三
九



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
二
月
）

（
四
八
〇
）

条
八
節
に
あ
っ
た
。
同
節
は
、
連
邦
議
会
の
権
限
を
個
別
に
列
挙

し
た
後
、
次
の
条
文
で
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

「
上
記
の
権
限
お
よ
び
こ
の
憲
法
に
よ
り
合
衆
国
政
府
ま
た

は
そ
の
部
門
も
し
く
は
官
吏
に
付
与
さ
れ
た
他
の
す
べ
て
の

権
限
を
行
使
す
る
た
め
に
、
必
要
か
つ
適
切
な
す
べ
て
の
法

律
を
制
定
す
る
権
限
。」（
傍
線
は
筆
者
（
37
）

）

こ
の
傍
線
を
付
し
た
「
必
要
か
つ
適
切
（necessary and 

proper

）」
条
項
に
よ
り
、
議
会
は
必
要
と
認
め
ら
れ
る
機
関
を

創
設
で
き
る
の
だ
と
ハ
ミ
ル
ト
ン
は
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
ワ
シ

ン
ト
ン
は
こ
の
主
張
を
受
け
入
れ
、
署
名
し
て
中
央
銀
行
法
は
発

効
し
た
。
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
意
見
書
は
、
こ
の
後
、
連
邦
政
府
の
権

限
の
拡
大
に
一
貫
し
て
重
要
な
役
割
を
演
じ
る
こ
と
に
な
る
。

同
法
は
、
二
〇
年
間
の
期
間
、
銀
行
の
存
続
を
認
め
、
そ
の
後

は
連
邦
議
会
の
議
決
に
よ
り
更
新
可
能
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

一
八
一
一
年
に
二
〇
年
の
期
限
が
来
た
と
き
、
議
会
は
一
票
の
差

で
更
新
を
否
決
し
て
し
ま
い
、
第
一
次
合
衆
国
銀
行
は
消
滅
す
る
。

第
二
次
合
衆
国
銀
行
を
提
案
し
た
の
は
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
第

一
次
合
衆
国
銀
行
の
設
立
に
猛
反
対
し
た
マ
デ
ィ
ス
ン
で
あ
っ
た
。

ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
の
後
を
受
け
て
第
四
代
大
統
領
と
な
っ
て
い
た

マ
デ
ィ
ス
ン
は
、
一
八
一
二
年
に
勃
発
し
た
米
英
戦
争
（
第
二
次

の
反
対
を
引
き
起
こ
し
、
憲
法
の
批
准
が
危
う
く
な
る
こ
と
を
恐

れ
て
議
題
に
さ
え
載
せ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
結
果
、
合
衆
国
憲

法
に
は
、
ど
こ
に
も
中
央
銀
行
設
立
を
許
容
す
る
文
言
は
存
在
し

て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
や
マ
デ
ィ
ス
ン
の
反
対

の
理
論
的
な
根
拠
は
そ
こ
に
あ
っ
た
。

「
ジ
ョ
ン
・
マ
ー
シ
ャ
ル
は
著
書
『
ワ
シ
ン
ト
ン
の
生
活

（L
ife of W

ashington
）』
の
中
で
、
ア
メ
リ
カ
の
政
党
の

始
ま
り
が
、
こ
の
合
衆
国
銀
行
を
め
ぐ
る
怨
恨
に
満
ち
た
論

争
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
彼
に
依
れ
ば
、

こ
の
議
論
に
よ
っ
て
『
性
格
の
ま
っ
た
く
異
な
る
二
つ
の
政

党
が
明
確
に
組
織
と
し
て
完
成
し
た
。
権
力
を
め
ぐ
る
そ
の

長
く
先
行
き
不
透
明
な
戦
い
に
お
い
て
、〈
中
略
〉
ア
メ
リ

カ
は
こ
れ
ら
政
党
に
芯
ま
で
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
（
36
）

。」

合
衆
国
銀
行
設
立
法
案
は
、
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
強
い
影
響
力
で
無

事
に
上
下
両
院
を
通
過
し
た
。
し
か
し
、
大
統
領
の
ワ
シ
ン
ト
ン

も
、
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
や
マ
デ
ィ
ス
ン
同
様
に
農
園
主
で
あ
っ
た

た
め
に
、
銀
行
に
関
し
て
は
消
極
的
だ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
ハ

ミ
ル
ト
ン
は
大
部
の
意
見
書
を
徹
夜
で
書
き
上
げ
、
ワ
シ
ン
ト
ン

に
提
出
し
た
。

ハ
ミ
ル
ト
ン
が
中
央
銀
行
を
合
憲
と
主
張
す
る
根
拠
は
憲
法
一

一
四
〇
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）

（
二
）　

判
決
の
内
容

こ
の
裁
判
で
は
、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
側
は
、
合
衆
国
銀
行
の
合

憲
性
を
問
題
と
し
た
。

1　

連
邦
最
高
裁
判
所
の
権
限

こ
の
事
件
で
は
、
連
邦
議
会
の
制
定
し
た
法
律
と
州
議
会
の
制

定
し
た
法
律
が
真
っ
向
か
ら
衝
突
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合

に
、
誰
が
決
定
権
を
持
つ
の
か
が
ま
ず
問
題
と
な
る
。
マ
ー
シ
ャ

ル
は
、
次
の
様
に
述
べ
て
、
そ
れ
は
連
邦
最
高
裁
判
所
で
あ
る
と

宣
言
し
た
。

「
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
事
件
に
お
い
て
は
、
被
上
告

人
で
あ
る
主
権
国
家
（a sovereign S

tate

）
は
、
連
邦
議

会
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
法
の
義
務
を
否
定
し
、
上
告
人
は

そ
の
州
議
会
が
可
決
し
た
法
律
の
有
効
性
を
争
っ
て
い
る
。

我
が
国
憲
法
に
お
い
て
、
連
邦
政
府
と
そ
の
構
成
員
の
権
力

の
衝
突
は
、
そ
の
最
も
興
味
深
く
重
要
な
部
分
で
あ
り
、
そ

れ
に
関
す
る
意
見
は
本
質
的
に
政
府
の
重
要
な
活
動
に
影
響

を
与
え
る
も
の
な
の
で
、
憲
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て

考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
決
定
に
含
ま
れ
る
重

要
性
と
重
大
な
責
任
の
深
い
意
味
抜
き
で
、
こ
の
問
題
に
ア

独
立
戦
争
と
も
呼
ば
れ
る
（
38
）

）
の
戦
費
を
賄
う
た
め
に
ど
う
し
て
も

中
央
銀
行
が
必
要
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
反
対
派
の
中
心
で
あ
っ

た
マ
デ
ィ
ス
ン
自
身
が
提
案
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
法
案
は
ほ
と

ん
ど
反
対
無
く
議
会
を
通
過
し
、
第
二
次
合
衆
国
銀
行
は

一
八
一
五
年
に
創
設
さ
れ
た
。

し
か
し
、
各
州
レ
ベ
ル
で
は
依
然
と
し
て
中
央
銀
行
の
存
在
に

対
し
て
反
発
が
強
く
、
い
く
つ
か
の
州
は
合
衆
国
銀
行
の
支
店
の

営
業
を
禁
止
し
た
り
、
多
額
の
課
税
を
行
っ
た
り
す
る
な
ど
の
挙

に
出
た
。
そ
の
一
つ
が
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
で
あ
る
。

こ
の
当
時
、
米
国
の
紙
幣
は
、
個
々
の
民
間
銀
行
が
そ
れ
ぞ
れ

の
信
用
に
基
づ
い
て
発
行
し
て
い
た
。
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
は
、
同

州
の
公
認
で
は
な
い
す
べ
て
の
銀
行
の
紙
幣
に
税
を
課
す
と
い
う

法
律
を
制
定
し
た
（
39
）

。
法
律
の
文
言
に
よ
る
限
り
、
そ
れ
は
一
般
的

な
法
規
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
公
認

で
な
い
銀
行
で
、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
内
で
紙
幣
を
発
行
し
て
い
た

の
は
、
第
二
次
合
衆
国
銀
行
の
支
店
の
み
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、

州
は
、
こ
の
法
律
に
よ
り
、
合
衆
国
銀
行
の
運
営
を
妨
げ
よ
う
と

し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
合
衆
国
銀
行
ボ
ル
チ
モ
ア
支
店

長
マ
カ
ラ
ッ
ク
（Jam

es W
illiam

 M
cC
ulloch

）
が
そ
の
税
を

支
払
う
の
を
拒
絶
し
た
た
め
に
裁
判
と
な
っ
た
。

一
四
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主
権
国
家
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
合
衆
国
政
府
は
、
唯
一
最
高
の

支
配
権
を
持
つ
州
に
従
属
し
て
、
そ
の
権
限
を
行
使
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
と
主
張
し
た
。

こ
れ
は
き
わ
め
て
重
要
な
主
張
で
、
南
北
戦
争
時
に
お
け
る
南

部
政
府
側
の
、
連
邦
脱
退
の
根
拠
も
こ
の
主
張
に
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
マ
ー
シ
ャ
ル
は
言
う
。

「
そ
の
主
張
を
維
持
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。
憲
法
を

制
定
し
た
会
議
は
、
実
際
、
邦
の
議
会
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ

た
。
し
か
し
、
憲
法
は
、
彼
ら
の
手
か
ら
離
れ
た
時
点
で
は
、

何
の
義
務
も
権
利
も
伴
わ
な
い
単
な
る
提
案
で
あ
っ
た
。
そ

れ
は
、
そ
の
時
点
で
存
在
し
て
い
た
連
邦
議
会
に
、『
各
邦

議
会
の
同
意
と
批
准
の
た
め
に
、
そ
の
人
民
に
よ
っ
て
選
ば

れ
た
邦
代
表
者
の
会
議
に
提
出
さ
れ
る
要
求
（
40
）

』
と
し
て
報
告

さ
れ
た
。

制
定
に
当
た
っ
て
は
連
合
会
議
で
も
、
連
邦
議
会
で
も
、

邦
議
会
で
も
こ
の
手
続
方
法
が
採
用
さ
れ
、
憲
法
は
人
民
に

提
出
さ
れ
た
。
人
民
が
憲
法
に
対
し
、
安
全
か
つ
効
果
的
で

賢
明
に
行
動
す
る
唯
一
の
方
法
、
す
な
わ
ち
会
議
で
組
み
立

て
る
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
た
。
そ
れ
は
い
く
つ
か
の
邦
で

組
み
立
て
ら
れ
た

│
そ
れ
以
外
に
ど
ん
な
方
法
が
あ
る
と

プ
ロ
ー
チ
で
き
る
裁
判
所
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ

は
平
和
的
に
決
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
な
い
し
は
対
立
す
る

立
法
と
い
う
、
お
そ
ら
く
は
さ
ら
に
深
刻
な
性
質
の
対
立
を

解
決
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し
そ
れ
が
そ
の
よ
う

に
決
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
本
法
廷
の
み
が

単
独
で
そ
の
決
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
合
衆
国
最
高
裁

判
所
に
、
わ
が
国
憲
法
は
、
こ
の
重
要
な
任
務
を
委
譲
し
て

い
る
。」

こ
の
場
合
、
マ
ー
シ
ャ
ル
は
合
衆
国
憲
法
を
そ
の
よ
う
に
解
す

る
根
拠
を
、
判
決
文
中
に
は
何
ら
示
し
て
い
な
い
。
当
然
に
マ
ー

ベ
リ
対
マ
デ
ィ
ス
ン
事
件
判
決
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
。

2　

合
衆
国
主
権
の
意
義

こ
の
裁
判
で
争
点
と
な
っ
た
第
一
の
問
題
は
、
連
邦
議
会
が
中

央
銀
行
を
設
立
す
る
権
限
が
憲
法
上
存
在
し
て
い
る
の
か
、
と
い

う
事
で
あ
る
。

こ
の
質
問
を
議
論
す
る
に
あ
た
り
、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
の
代
理

人
は
、
憲
法
は
、
人
民
か
ら
生
じ
た
も
の
で
は
無
く
、
主
権
を
有

す
る
独
立
国
の
行
為
に
よ
り
制
定
さ
れ
た
と
主
張
し
た
。
連
邦
政

府
の
権
限
は
州
か
ら
委
任
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
州
の
み
が
真
の

一
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り
、
各
州
の
主
権
を
拘
束
す
る
も
の
と
な
る
。

人
民
は
す
で
に
国
家
主
権
に
対
す
る
す
べ
て
の
権
力
を
放

棄
し
、
与
え
る
べ
き
何
も
の
も
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
確
か
に
、
彼
ら
が
政
府
に
与
え
た
権
限
を
取
り
戻

し
、
変
更
で
き
る
か
と
い
う
問
題
は
、
こ
の
国
で
は
定
着
し
、

疑
問
で
は
な
い
。
多
く
の
一
般
政
府
の
正
当
性
は
、
国
に

よ
っ
て
は
そ
れ
を
疑
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
国
家
主
権
に

委
任
さ
れ
た
権
限
は
人
民
自
身
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
の
で

あ
っ
て
、
人
民
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
別
個
の
、
独
立
し
た

主
権
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
か
つ
て
の
連
合

の
よ
う
な
同
盟
の
形
成
に
は
、
国
家
主
権
は
確
か
に
有
能
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、『
よ
り
完
全
な
連
邦
を
形
成
す
る
た
め

に
』
は
、
こ
の
同
盟
を
変
更
し
、
よ
り
効
果
的
な
政
府
に
す

る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
は
強
大
な
主
権
的
権
力
を
保
有
し
、

直
接
に
人
民
に
働
き
か
け
、
人
民
に
属
す
る
必
要
が
あ
り
、

そ
の
権
力
は
人
民
か
ら
直
接
に
導
か
れ
る
、
そ
の
す
べ
て
が

感
じ
ら
れ
、
認
め
ら
れ
る
も
の
で
無
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
連

邦
の
政
府
は
、
そ
れ
故
に
（
こ
の
事
件
に
関
す
る
事
実
に
影

響
す
る
も
の
は
何
で
あ
れ
）、
絶
対
的
か
つ
真
に
人
民
の
政

府
で
あ
る
。
そ
の
形
式
及
び
実
質
に
お
い
て
、
そ
れ
は
人
民

い
う
の
か
？　

い
か
な
る
政
治
的
夢
想
家
も
、
州
を
分
け
る

線
を
破
棄
す
る
と
い
う
ほ
ど
乱
暴
で
は
な
い
。
結
果
と
し
て
、

彼
ら
が
行
動
す
る
と
き
は
、
彼
ら
は
州
の
中
で
行
動
し
、
ア

メ
リ
カ
人
民
を
一
般
的
集
団
と
し
て
作
り
上
げ
る
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
、
彼
ら
は
採
用
す
る
手
段
は
、
そ
の
様
な
わ
け

で
、
人
民
そ
れ
自
身
の
手
段
で
あ
り
、
な
い
し
は
州
政
府
の

手
段
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
会
議
か
ら
、
憲
法
の
全
権
限
が
導
か
れ
る
。
統

治
は
人
民
か
ら
直
接
導
か
れ
る
。
統
治
は
、
人
民
の
名
の
下

に
『
制
定
し
、
確
定
す
る
』
の
で
あ
り
、『
よ
り
完
全
な
連

邦
を
形
成
し
、
正
義
を
樹
立
し
、
国
内
の
平
穏
を
保
障
し
、

共
同
の
防
衛
に
備
え
、
一
般
の
福
祉
を
増
進
し
、
わ
れ
ら
と

わ
れ
ら
の
子
孫
の
た
め
に
自
由
の
恵
沢
を
確
保
す
る
目
的
を

も
っ
て
（
41
）

』
宣
言
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

主
権
を
有
す
る
各
州
の
同
意
は
、
会
議
の
招
集
で
は
暗
黙

裏
に
な
さ
れ
、
そ
れ
故
に
憲
法
は
直
接
に
人
民
に
提
出
さ
れ

て
い
る
。
人
民
に
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
か
拒
否
す
る
完
璧

な
自
由
が
あ
り
、
彼
ら
は
終
局
的
に
そ
れ
を
受
け
入
れ
た
。

そ
れ
は
州
政
府
に
よ
る
確
認
や
否
認
を
要
し
な
か
っ
た
。
憲

法
は
、
こ
う
し
て
採
択
さ
れ
た
と
き
に
、
完
全
な
義
務
と
な

一
四
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の
も
の
に
拘
束
さ
れ
る
。」

こ
の
う
ち
、
マ
ー
シ
ャ
ル
は
「
こ
の
憲
法
、
お
よ
び
こ
れ
に
準

拠
し
て
制
定
さ
れ
る
合
衆
国
の
法
律
…
は
、
国
の
最
高
法
規
で
あ

る
」
と
い
う
部
分
を
取
り
出
し
て
、
次
の
様
に
論
じ
る
。

「
こ
の
要
求
に
よ
り
、
州
議
会
の
構
成
員
並
び
に
州
の
行
政

官
お
よ
び
司
法
官
は
、
合
衆
国
憲
法
に
対
す
る
忠
誠
を
宣
誓

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
合
衆
国
政
府
の
権
力
に
は
確
か
に

制
限
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
最
高
で
あ
り
、
そ
の
法
は
、
憲
法

の
実
現
の
た
め
に
制
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、『
州
の
憲
法
ま

た
は
法
律
に
反
対
の
定
め
が
あ
る
場
合
で
も
』
国
の
最
高
法

規
で
あ
る
。」

そ
の
上
で
、
マ
ー
シ
ャ
ル
は
、
銀
行
の
設
立
が
、
合
衆
国
憲
法

上
、
連
邦
の
権
限
に
属
す
る
か
否
か
を
検
討
す
る
。

「
憲
法
に
列
挙
さ
れ
た
権
限
中
に
、
我
々
は
銀
行
を
設
立
し
、

ま
た
は
法
人
を
設
置
す
る
事
に
関
す
る
条
項
を
見
つ
け
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
合
衆
国
憲
法
中
に
は
、
連
合
規

約
の
よ
う
に
、
従
属
的
ま
た
は
暗
黙
の
権
限
を
除
き
、
信
託

さ
れ
た
全
て
が
明
示
的
に
細
か
く
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
す
る
規
定
は
な
い
（
42
）

。」

こ
こ
で
、
マ
ー
シ
ャ
ル
は
第
一
〇
修
正
に
言
及
す
る
。
第
一
〇

か
ら
発
す
る
。
そ
の
権
力
は
、
人
民
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
、

人
民
に
直
接
行
使
さ
れ
、
そ
の
利
益
は
人
民
の
も
の
で
あ

る
。」

こ
の
マ
ー
シ
ャ
ル
の
主
張
こ
そ
、
南
北
戦
争
で
リ
ン
カ
ー
ン
大

統
領
が
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
こ
の
末
文
に
は
、
リ
ン

カ
ー
ン
の
有
名
な
ゲ
テ
ィ
ス
バ
ー
グ
演
説
（
人
民
の
、
人
民
に
よ

る
、
人
民
の
た
め
の
政
府
）
の
原
型
が
明
ら
か
に
読
み
取
れ
る
。

3　

連
邦
の
中
央
銀
行
設
立
権

こ
う
し
て
、
連
邦
に
は
州
と
は
別
個
独
立
に
、
州
と
同
様
に
直

接
人
民
か
ら
信
託
さ
れ
た
主
権
が
あ
る
と
し
た
場
合
、
こ
の
事
件

の
よ
う
に
連
邦
と
州
の
主
権
が
衝
突
し
た
場
合
に
は
、
問
題
は
ど

の
よ
う
に
解
決
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。

マ
ー
シ
ャ
ル
は
こ
こ
で
、
合
衆
国
憲
法
六
条
二
節
を
引
用
す
る
。

次
の
様
な
条
文
で
あ
る
。

「
こ
の
憲
法
、
お
よ
び
こ
れ
に
準
拠
し
て
制
定
さ
れ
る
合
衆

国
の
法
律
、
な
ら
び
に
合
衆
国
の
権
限
に
も
と
づ
い
て
締
結

さ
れ
た
、
ま
た
は
将
来
締
結
さ
れ
る
す
べ
て
の
条
約
は
、
国

の
最
高
法
規
で
あ
る
。
す
べ
て
の
州
の
裁
判
官
は
、
州
の
憲

法
ま
た
は
法
律
に
反
対
の
定
め
が
あ
る
場
合
で
も
、
こ
れ
ら

一
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行
を
設
立
す
る
権
限
が
存
在
す
る
こ
と
を
マ
ー
シ
ャ
ル
は
論
証
す

る
必
要
が
あ
る
。
憲
法
中
に
銀
行
設
立
に
関
す
る
規
定
は
な
い
の

で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
あ
ら
ゆ
る
国
家
の
権
限
を
憲
法
に
記
載
す
る
こ
と

は
無
理
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
銀
行
設
立
権
を
導
く
こ
と
は
で
き
る
。

問
題
は
、
そ
の
権
限
は
連
邦
と
州
の
い
ず
れ
に
属
す
る
か
で
あ
る
。

そ
こ
で
マ
ー
シ
ャ
ル
は
、
企
業
の
設
立
は
、
そ
れ
自
体
が
目
的
な

の
で
は
な
く
、
あ
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
な
の
だ
と
説

く
。そ

こ
で
登
場
し
て
く
る
の
は
、
ハ
ミ
ル
ト
ン
が
第
一
次
合
衆
国

銀
行
に
関
し
て
ワ
シ
ン
ト
ン
に
提
出
さ
れ
た
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
意
見

書
で
述
べ
た
憲
法
一
条
八
節
に
い
う
『
必
要
か
つ
適
切
』
条
項
で

あ
る
。

そ
こ
で
、
マ
ー
シ
ャ
ル
は
こ
の
『
必
要
』
と
い
う
語
の
意
味
に

つ
い
て
様
々
に
検
討
を
し
、
最
終
的
に
次
の
様
に
結
論
を
下
す
。

「
第
一
に
、
こ
の
語
句
は
、
議
会
の
権
力
に
関
す
る
規
定
中

に
置
か
れ
て
お
り
、
決
し
て
そ
の
権
力
の
制
限
規
定
中
に
置

か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

第
二
に
、
そ
の
条
項
は
政
府
に
信
託
さ
れ
た
権
力
を
縮
減

す
る
目
的
で
は
な
く
、
拡
大
す
る
趣
旨
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

修
正
は
次
の
様
な
条
文
で
あ
る
。

「
こ
の
憲
法
が
合
衆
国
に
委
任
し
て
い
な
い
権
限
ま
た
は
州

に
対
し
て
禁
止
し
て
い
な
い
権
限
は
、
各
々
の
州
ま
た
は
国

民
に
留
保
さ
れ
る
。」

こ
れ
が
、
州
側
の
も
っ
と
も
強
力
な
形
式
上
の
根
拠
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
マ
ー
シ
ャ
ル
は
言
う
。

「
興
奮
で
過
剰
と
な
っ
た
嫉
妬
を
静
め
る
目
的
の
た
め
に
設

け
ら
れ
た
第
一
〇
修
正
で
さ
え
も
『
明
示
的
』
と
い
う
言
葉

を
省
略
し
、
単
に
『
合
衆
国
に
委
任
し
て
い
な
い
権
限
ま
た

は
州
に
対
し
て
禁
止
し
て
い
な
い
権
限
は
、
各
々
の
州
ま
た

は
国
民
に
留
保
さ
れ
る
』
こ
と
だ
け
を
宣
言
す
る
こ
と
に
よ

り
、
問
題
と
な
っ
た
特
定
の
権
限
が
合
衆
国
政
府
に
委
任
さ

れ
、
ま
た
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
か
は
、
憲
法
全
体
の
適
正
な

構
造
に
依
存
し
て
判
断
さ
れ
る
よ
う
に
制
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
修
正
条
文
を
記
述
し
採
用
し
た
人
び
と
は
、
連
合
規
約

の
こ
の
単
語
の
挿
入
に
起
因
す
る
混
乱
を
経
験
し
て
い
た
の

で
、
お
そ
ら
く
そ
れ
ら
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
、
そ
れ
を

省
略
し
た
の
で
あ
る
。」

こ
の
第
一
〇
修
正
に
関
す
る
議
論
は
、
相
手
側
の
論
拠
を
否
定

す
る
消
極
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
積
極
的
に
中
央
銀
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し
か
し
、
こ
の
議
論
が
絶
対
的
な
条
件
は
、
課
税
権
そ
の
も

の
も
含
め
、
州
の
主
権
は
、
合
衆
国
憲
法
の
下
位
に
あ
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
制
御
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
合

衆
国
憲
法
が
ど
の
限
度
ま
で
制
御
す
る
か
は
、
そ
の
構
造
の

問
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
合
衆
国
憲
法
を
制
定
す
る
に

際
し
て
は
、
何
の
原
則
も
宣
言
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
ど
こ

ま
で
許
容
で
き
る
か
は
、
最
高
政
府
の
正
当
な
運
営
を
打
破

す
る
と
認
め
ら
れ
る
か
に
よ
る
。
そ
れ
自
身
の
圈
内
に
あ
る

そ
の
活
動
に
対
す
る
す
べ
て
の
障
害
を
除
去
す
る
こ
と
は
至

上
性
の
絶
対
的
本
質
で
あ
る
の
で
、
下
位
政
府
に
帰
属
す
る

す
べ
て
の
権
力
を
、
そ
の
活
動
に
影
響
を
与
え
る
限
度
で
修

正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
効
果
は
、
文
言
で
記
述
す
る

必
要
は
な
い
。
そ
れ
は
至
上
性
の
宣
言
に
暗
黙
裏
に
含
ま
れ

て
お
り
、
明
示
す
る
こ
と
で
よ
り
明
確
に
す
る
必
要
は
無
い
。

憲
法
の
解
釈
に
当
た
り
我
々
は
、
こ
の
視
点
を
維
持
す
る
必

要
が
あ
る
。」

こ
う
し
た
議
論
を
さ
ら
に
重
ね
た
末
、
マ
ー
シ
ャ
ル
は
、
メ

リ
ー
ラ
ン
ド
州
法
は
違
憲
で
あ
る
と
宣
言
す
る
。
今
日
で
あ
れ
ば
、

連
邦
法
は
州
法
に
優
越
す
る
、
と
い
え
ば
済
む
こ
と
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
論
理
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
た
結
論
が
憲
法

既
に
付
与
さ
れ
て
い
る
権
限
の
制
限
で
は
な
く
、
追
加
す
る

趣
旨
で
あ
る
。
連
邦
議
会
の
裁
量
権
を
拡
大
す
る
文
言
に
よ

り
、
そ
れ
を
狭
め
る
意
図
を
隠
し
て
い
る
と
考
え
る
理
由
は

無
い
。」

こ
の
前
提
の
下
に
さ
ら
に
検
討
し
た
上
で
、
連
邦
最
高
裁
判
所

は
、
合
衆
国
銀
行
設
立
法
は
合
憲
で
あ
り
、
各
州
法
に
優
越
す
る

と
宣
言
す
る
。

4　

各
州
の
課
税
権

次
の
論
点
は
、
中
央
銀
行
が
合
憲
で
あ
る
と
し
て
、
各
州
は
こ

れ
に
課
税
す
る
権
限
を
有
す
る
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
言
う

ま
で
も
無
く
、
課
税
権
は
国
家
の
本
質
的
権
力
で
あ
り
、
連
邦
が

課
税
権
を
有
す
る
か
ら
と
言
っ
て
、
州
の
課
税
権
が
否
定
さ
れ
る

こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

「
各
州
に
よ
っ
て
合
衆
国
銀
行
に
課
税
す
る
こ
と
が
、
そ
れ

を
破
壊
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
こ
と
は
余
り
に
も
明
白

で
あ
る
。
し
か
し
、
課
税
権
が
、
憲
法
に
明
示
的
に
規
定
す

る
も
の
以
外
の
い
か
な
る
制
限
に
も
服
し
な
い
絶
対
的
な
権

力
で
あ
り
、
他
の
主
権
に
基
づ
く
権
力
と
同
様
に
そ
れ
を
信

託
さ
れ
た
も
の
の
裁
量
に
依
存
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
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た
る
三
分
の
二
の
多
数
を
確
保
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
合
衆

国
銀
行
は
、
州
法
銀
行
に
転
換
し
て
存
続
し
よ
う
と
し
た
が
、

ジ
ャ
ク
ソ
ン
の
さ
ま
ざ
ま
な
政
策
に
よ
っ
て
最
終
的
に
破
産
に
追

い
込
ま
れ
た
。
そ
の
後
は
、
一
九
一
三
年
に
連
邦
準
備
制
度
が
成

立
す
る
ま
で
、
米
国
に
は
中
央
銀
行
に
相
当
す
る
機
能
を
果
た
す

組
織
す
ら
存
在
し
な
か
っ
た
。

六　

そ
の
他
の
重
要
憲
法
判
例

本
稿
の
紙
幅
も
尽
き
て
き
た
の
で
、
マ
ー
シ
ャ
ル
の
下
し
た
憲

法
判
例
で
、
同
時
代
的
な
影
響
は
軽
微
で
あ
っ
た
が
、
後
世
に
大

き
な
影
響
を
残
し
た
判
例
を
い
く
つ
か
、
簡
略
に
紹
介
し
た
い
。

（
一
）　

ダ
ー
ト
マ
ス
大
学
事
件

ダ
ー
ト
マ
ス
大
学
事
件
（T

rustees of D
artm

outh C
ollege 

v. W
oodw

ard, 17 U
.S
. 

（4 W
heat.

） 518 

（1819

））
は
、
合
衆

国
憲
法
の
「
契
約
条
項
（C

ontract C
lause

）」
を
扱
っ
た
と
言

う
点
で
、
歴
史
的
な
重
要
性
を
持
つ
。

契
約
条
項
と
は
、
合
衆
国
憲
法
一
条
一
〇
節
一
項
の
一
部
で
あ

る
。
次
の
傍
線
部
が
そ
れ
で
あ
る
。

「
州
は
、
条
約
を
締
結
し
、
同
盟
も
し
く
は
連
合
を
形
成
し
、

原
理
と
し
て
確
立
し
た
結
果
な
の
で
あ
る
。

（
三
）　

そ
の
後

第
二
次
合
衆
国
銀
行
も
、
第
一
次
合
衆
国
銀
行
と
同
様
、
二
〇

年
間
の
時
限
立
法
で
設
立
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
故
に
一
八
三
六
年

に
免
許
を
更
新
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
一
八
二
八
年
の
大
統
領
選

挙
で
第
七
代
大
統
領
に
就
任
し
て
い
た
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ジ
ャ
ク

ソ
ン
は
合
衆
国
銀
行
の
公
認
の
更
新
に
つ
い
て
強
く
反
対
し
、

一
八
三
二
年
大
統
領
選
挙
の
綱
領
で
は
、
合
衆
国
銀
行
の
廃
止
を

公
約
と
し
て
掲
げ
て
い
た
（
彼
の
有
名
な
言
葉
に “the bank is 

trying to kill m
e, but I w

ill kill it ”
が
あ
る
）。
選
挙
に
勝
っ

た
翌
一
八
三
三
年
九
月
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
は
合
衆
国
銀
行
に
政
府
の

資
金
を
預
託
す
る
こ
と
を
終
わ
ら
せ
る
執
行
命
令
を
発
し
た
。
こ

れ
に
よ
り
、
合
衆
国
銀
行
は
実
質
的
に
中
央
銀
行
と
し
て
の
機
能

を
失
う
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
、
一
八
三
六
年
に
、
議
会
が
合
衆
国
銀
行
の
期
間
更
新

の
議
決
を
行
う
と
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
は
こ
れ
に
対
し
て
拒
否
権
を
発

動
し
た
。
こ
れ
は
、
史
上
最
初
の
、
合
憲
で
あ
る
こ
と
が
確
定
し

て
い
る
法
案
に
対
す
る
拒
否
権
の
発
動
と
な
っ
た
。
議
会
は
強
く

反
発
し
た
が
、
反
ジ
ャ
ク
ソ
ン
派
は
大
統
領
の
拒
否
権
を
覆
す
に

一
四
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法
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八
巻
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二
〇
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（
四
八
八
）

1　

事
件
の
内
容

ダ
ー
ト
マ
ス
大
学
（D

artm
outh C

ollege

）
は
、
ニ
ュ
ー
ハ

ン
プ
シ
ャ
ー
州
ハ
ノ
ー
バ
ー
市
に
本
部
を
置
き
、
一
七
六
九
年
に
、

英
国
王
ジ
ョ
ー
ジ
三
世
の
勅
許
を
賜
っ
て
創
立
さ
れ
た
私
立
大
学

で
合
衆
国
で
は
一
三
番
目
に
古
い
。
創
立
に
当
た
っ
て
英
国
王
の

側
近
の
政
治
家
が
出
資
し
て
お
り
、
そ
の
代
表
者
が
、
一
七
七
二 

年
〜
一
七
七
五
年
に
英
国
政
府
の
植
民
地
大
臣
（S

ecretary of 
S
tate for the C

olonies

）
を
務
め
た
ダ
ー
ト
マ
ス
二
世
伯
爵

（W
illiam

 L
egge, 2nd E

arl of D
artm

outh

）
で
あ
っ
た
た
め
、

大
学
に
彼
の
名
が
つ
い
た
。
ジ
ョ
ー
ジ
三
世
の
勅
許
状
（charter

）

に
は
学
校
の
目
的
が
綴
ら
れ
、
そ
れ
を
支
配
す
る
構
造
を
設
定
し
、

大
学
に
土
地
を
与
え
て
い
た
。
つ
ま
り
、
勅
許
状
は
同
時
に
大
学

定
款
で
あ
る
。

一
八
一
六
年
、
ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
州
議
会
は
新
た
に
法
律
（
43
）

を
制
定
し
て
、
ダ
ー
ト
マ
ス
大
学
の
勅
許
状
を
修
正
し
、
知
事
の

手
に
大
学
理
事
の
任
命
権
限
を
与
え
、
大
学
理
事
会
の
定
員
を

一
二
名
か
ら
二
一
名
に
増
員
し
、
さ
ら
に
大
学
理
事
会
の
決
定
に

対
し
て
拒
否
権
を
有
す
る
州
監
督
委
員
会
を
設
置
し
よ
う
と
し
た
。

こ
の
委
員
会
は
、
二
五
名
の
構
成
員
か
ら
な
る
が
、
そ
の
う
ち

二
一
名
は
ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
州
上
下
両
院
議
長
等
が
そ
の
地

船
舶
捕
獲
免
許
状
を
付
与
し
、
貨
幣
を
鋳
造
し
、
信
用
証
券

を
発
行
し
、
金
貨
お
よ
び
銀
貨
以
外
の
も
の
を
債
務
弁
済
の

法
定
手
段
と
し
、
私
権
剥
奪
法
、
事
後
法
も
し
く
は
契
約
上

の
債
権
債
務
関
係
を
害
す
る
法
律
を
制
定
し
、
ま
た
は
貴
族

の
称
号
を
授
与
し
て
は
な
ら
な
い
。」

す
な
わ
ち
、
契
約
条
項
は
、
遡
及
的
に
契
約
上
の
権
利
を
損
な

う
法
律
の
制
定
を
州
に
対
し
て
禁
止
し
て
い
る
。
ま
た
、
契
約
条

項
は
、
州
の
法
律
だ
け
で
は
な
く
、
裁
判
所
判
決
に
も
適
用
さ
れ

る
。
憲
法
起
草
者
は
、
州
が
連
合
規
約
の
下
に
お
い
て
し
ば
し
ば

行
わ
れ
た
特
別
法
に
対
す
る
恐
怖
を
解
消
す
る
目
的
で
、
こ
の
句

を
追
加
し
た
。
す
な
わ
ち
、
当
時
の
議
会
は
、
特
定
人
（
当
然
だ

が
、
有
力
者
）
の
債
務
の
緩
和
法
を
議
決
す
る
と
言
う
こ
と
を
よ

く
行
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
独
立
戦
争
中
及
び
革
命
後
に
、
多

く
の
州
は
、
外
国
債
権
者
を
犠
牲
に
し
、
植
民
地
の
債
務
者
に
有

利
な
法
律
を
可
決
し
た
。
憲
法
起
草
者
は
、
そ
の
よ
う
な
行
為
は

米
国
へ
の
外
国
資
本
の
将
来
の
流
れ
を
危
う
く
す
る
と
信
じ
て
い

た
。
そ
の
結
果
、
契
約
条
項
は
、
売
上
契
約
お
よ
び
融
資
契
約
の

不
可
侵
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ
り
、
外
国
商
人
に
、
米
国
と
の
取

引
の
損
失
の
リ
ス
ク
を
低
く
す
る
と
い
う
狙
い
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。

一
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民
間
の
契
約
の
変
更
ま
た
は
取
り
消
し
は
、
合
理
的
な
理
由
が
無

い
限
り
、
州
法
や
州
憲
法
の
改
正
と
い
う
手
段
に
依
っ
て
で
も
許

さ
れ
な
い
こ
と
を
確
立
し
た
。

歴
史
的
に
見
れ
ば
、
こ
の
判
決
は
、
契
約
条
項
を
強
化
し
、
民

間
企
業
を
含
め
民
間
の
契
約
に
国
家
が
干
渉
す
る
こ
と
を
制
限
す

る
、
最
も
重
要
な
最
高
裁
判
決
の
一
つ
と
な
っ
た
。

（
二
）　

コ
ー
エ
ン
対
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
事
件

こ
のC

ohens v. V
irginia, 19 U

.S
. 264 

（1821

）
事
件
は
、

被
告
人
が
そ
の
憲
法
上
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
と
主
張
し
た
場
合

に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
が
、
州
最
高
裁
判
所
の
判
決
を
再

審
査
で
き
る
と
い
う
判
例
を
確
立
し
た
こ
と
で
有
名
な
事
件
で
あ

る
。1　

事
実
関
係

連
邦
議
会
は
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
．Ｃ
．内
に
お
い
て
宝
籤
を
発
行
し
、

販
売
す
る
こ
と
を
認
め
る
法
律
を
制
定
し
て
い
た
。
コ
ー
エ
ン
兄

弟
は
こ
の
Ｄ
．Ｃ
．宝
籤
を
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
で
、
同
州
の
法
律
に
違

反
し
て
販
売
し
、
一
〇
〇
ド
ル
の
罰
金
を
科
せ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、

コ
ー
エ
ン
兄
弟
は
連
邦
最
高
裁
判
所
に
、
彼
ら
の
行
為
は
連
邦
宝

位
に
よ
り
就
任
す
る
こ
と
と
し
て
い
た
。
こ
れ
は
実
質
的
に
私
立

大
学
か
ら
州
立
大
学
へ
の
変
換
を
意
味
す
る
。
こ
の
法
律
を
制
定

し
た
狙
い
は
、
共
和
党
系
の
州
政
府
が
、
連
邦
党
系
の
理
事
を
大

学
か
ら
追
放
し
、
大
学
を
共
和
党
の
支
配
下
に
置
く
こ
と
に
あ
っ

た
と
い
う
。

そ
こ
で
大
学
理
事
会
が
、
議
会
の
行
動
が
違
憲
で
あ
る
と
い
う

宣
言
を
求
め
て
、
州
が
任
命
し
た
新
た
な
理
事
会
書
記
で
あ
る

ウ
ッ
ド
ワ
ー
ド
（W

illiam
 H
. W
oodw

ard

）
を
相
手
取
り
、
訴

え
を
提
起
し
た
。

2　

判
決
の
内
容

そ
こ
で
争
わ
れ
た
の
は
、
こ
の
法
律
が
契
約
条
項
に
違
反
し
て

違
憲
な
の
か
否
か
で
あ
る
。
上
記
の
立
法
経
緯
か
ら
す
れ
ば
、
こ

の
よ
う
な
教
育
機
関
の
よ
う
な
慈
善
事
業
は
、
憲
法
起
草
者
の
念

頭
に
な
か
っ
た
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
が
、
マ
ー
シ
ャ
ル
は

「
熟
議
の
結
果
、
当
法
廷
の
意
見
に
依
れ
ば
、
こ
れ
は
合
衆
国
憲

法
に
違
反
す
る
こ
と
な
く
侵
害
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
契
約
で
あ

る
。」
と
宣
言
し
、
ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
法
を
違
憲
と
し
た
の

で
あ
る
。

こ
の
ダ
ー
ト
マ
ス
事
件
判
決
に
よ
り
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、

一
四
九



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
二
月
）

（
四
九
〇
）

条
項
（Interstate C

om
m
erce C

lause

）
で
あ
り
、
そ
の
最
初
の

事
件
と
な
っ
た
の
が
、
ギ
ボ
ン
ズ
対
オ
グ
デ
ン
事
件
（G

ibbons 
v. O
gden, 22 U

.S
. 1 

（1824

））
に
お
い
て
、
マ
ー
シ
ャ
ル
が
打

ち
出
し
た
州
際
通
商
条
項
（Interstate C

om
m
erce C

lause

）

に
関
す
る
判
例
で
あ
る
。
州
際
通
商
条
項
は
、
合
衆
国
憲
法
一
条

八
節
三
項
が
定
め
て
い
る
。
次
の
様
な
規
定
で
あ
る
。

「
連
邦
議
会
は
、
つ
ぎ
の
権
限
を
有
す
る
。〈
中
略
〉
諸
外

国
と
の
通
商
、
各
州
間
の
通
商
お
よ
び
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
部
族

と
の
通
商
を
規
制
す
る
権
限
。」

す
な
わ
ち
、
こ
の
規
定
は
、
連
邦
議
会
の
権
限
と
し
て
、
外
国

通
商
条
項
（F

oreign C
om
m
erce C

lause

）、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン

通
商
条
項
（Indian C

om
m
erce C

lause

）、
そ
れ
に
州
際
通
商

条
項
を
定
め
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
連
邦
議
会
に
州
際
通
商
を
規
制
す
る
権
限
が
あ
る
と

い
っ
て
も
、
そ
れ
が
具
体
的
に
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
は
、
こ

の
時
ま
で
は
っ
き
り
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
明
確
に
し
た
の

が
、
こ
の
ギ
ボ
ン
ズ
対
オ
グ
デ
ン
事
件
判
決
な
の
で
あ
る
。

1　

事
件
の
内
容

蒸
気
船
を
発
明
し
た
の
は
、
フ
ル
ト
ン
（R

obert F
ulton

）

籤
法
に
よ
り
許
容
さ
れ
て
い
る
と
主
張
し
て
上
告
し
た
。

2　

判
決
の
内
容

主
た
る
争
点
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
の
法

廷
が
定
め
た
事
に
対
す
る
司
法
権
が
あ
る
か
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。

連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
合
衆
国
憲
法
三
条
二
節
が
「
こ
の
憲
法
、

合
衆
国
の
法
律
お
よ
び
合
衆
国
の
権
限
に
も
と
づ
き
締
結
さ
れ
た
、

ま
た
は
将
来
締
結
さ
れ
る
条
約
の
も
と
で
発
生
す
る
コ
モ
ン
ロ
ー

上
お
よ
び
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
す
べ
て
の
事
件
」
と
定
め
、
何
ら
の

例
外
を
述
べ
て
い
な
い
こ
と
を
根
拠
に
司
法
権
を
有
す
る
と
判
決

し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
コ
ー
エ
ン
兄
弟
に
対
す
る
告
訴
は
支
持
し
た
。
連
邦

議
会
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
．Ｃ
．の
外
で
宝
籤
を
販
売
す
る
こ
と
を

意
図
し
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
宝
籤
販
売
を
許
可
し
た
連
邦
法

と
、
宝
籤
販
売
を
禁
止
し
た
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
法
の
間
に
衝
突
は
存

在
し
て
い
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。

（
三
）　

ギ
ボ
ン
ズ
対
オ
グ
デ
ン
事
件

米
国
の
歴
史
は
、
州
に
対
す
る
連
邦
権
限
拡
張
の
歴
史
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
大
き
な
武
器
と
な
っ
た
の
が
州
際
通
商

一
五
〇



米
国
違
憲
立
法
審
査
権
の
確
立
（
甲
斐
）

（
四
九
一
）

州
際
（am
ong the several states

）
と
通
商
（com

m
erce

）

と
い
う
言
葉
が
、
そ
れ
ぞ
れ
何
を
意
味
す
る
か
で
あ
る
。

マ
ー
シ
ャ
ル
は
、
通
商
と
は
単
な
る
交
通
（traffi  c

）
で
は
な

く
、
商
品
取
引
（trade of com

m
odities

）
な
い
し
交
換

（intercourse

）
で
あ
る
と
し
た
。
そ
の
限
界
は
航
海

（navigation

）
を
含
む
と
い
う
。
ま
た
州
〝
際
〞（am

ong

）
と
は
、

混
ざ
り
合
う
（interm

ingled w
ith

）
こ
と
だ
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
言
葉
を
置
き
換
え
た
結
果
、
マ
ー
シ
ャ
ル
は
「
通

商
と
い
う
言
葉
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
連
邦
議

会
が
航
海
を
規
制
す
る
権
力
は
明
示
的
に
授
与
さ
れ
て
い
る
」
と

結
論
し
た
。
こ
の
結
果
、
通
商
に
関
す
る
議
会
の
権
限
は
、
州
法

に
あ
ら
ゆ
る
局
面
で
優
越
す
る
と
し
た
。

「
常
に
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
連
邦
議
会
の
主
権
は
、

特
定
の
対
象
に
限
定
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
対
象
に
関
し

て
は
無
条
件
に
認
め
ら
れ
る
。
外
国
及
び
州
際
の
通
商
権
限

は
、
あ
た
か
も
単
一
の
政
府
が
有
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
処
と

同
様
に
、
絶
対
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
権
限
の
実
施
に
対

す
る
憲
法
上
の
制
約
も
、
合
衆
国
憲
法
が
定
め
て
い
る
場
合

に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。」

で
あ
る
。
一
七
七
七
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
フ
ル
ト
ン
は
、
伯
父

の
リ
ビ
ン
グ
ス
ト
ン
（
44
）

と
、
蒸
気
船
運
航
会
社
を
興
し
、
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
州
議
会
の
法
律
に
よ
っ
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
内
の
全
水
面

で
、
蒸
気
船
を
運
航
す
る
独
占
権
を
得
て
い
た
。
フ
ル
ト
ン
と
リ

ビ
ン
グ
ス
ト
ン
は
、
後
に
こ
の
権
利
を
オ
グ
デ
ン
（A

aron 
O
gden

）
に
譲
渡
し
た
。

他
方
、
ギ
ボ
ン
ズ
（T

hom
as G

ibbons

）
は
、
連
邦
議
会
か

ら
、
連
邦
の
持
つ
沿
岸
貿
易
規
制
権
限
の
一
環
と
し
て
、
ニ
ュ
ー

ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
エ
リ
ザ
ベ
ス
タ
ウ
ン
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
を
結
ぶ

蒸
気
船
を
運
航
す
る
特
許
を
得
た
。

そ
こ
で
、
オ
グ
デ
ン
は
、
ギ
ボ
ン
ズ
の
船
の
運
航
を
差
し
止
め

る
訴
え
を
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
裁
判
所
に
提
起
し
、
勝
訴
し
た
。
そ

こ
で
、
ギ
ボ
ン
ズ
が
連
邦
裁
判
所
に
提
訴
し
た
の
が
こ
の
事
件
で

あ
る
。

2　

判
決
の
内
容

マ
ー
シ
ャ
ル
は
、
ギ
ボ
ン
ズ
に
対
し
て
勝
訴
判
決
を
下
し
た
。

そ
こ
で
決
め
手
に
な
っ
た
の
が
、
州
際
通
商
条
項
で
あ
る
。

こ
の
事
件
で
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
法
律
と
、
連
邦
の
法
律

の
い
ず
れ
が
優
越
す
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
の
問
題
は
、

一
五
一



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
二
月
）

（
四
九
二
）

ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
は
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
に
対
し
て
そ
の
土
地
の
割
譲

を
迫
っ
た
。
さ
ら
に
ジ
ャ
ク
ソ
ン
が
大
統
領
に
就
任
す
る
と
、
連

邦
が
、
州
の
こ
う
し
た
政
策
を
後
押
し
し
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
部
族

を
奥
地
へ
強
制
的
に
移
住
さ
せ
よ
う
と
し
た
。

こ
れ
に
対
す
る
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
対
応
は
様
々
だ
っ
た
。
チ
ョ

ク
ト
ー
（C

hoctaw

）
族
は
抵
抗
せ
ず
、
自
ら
移
住
し
て
い
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
セ
ミ
ノ
ー
ル
（S

em
inole

）
族
は
、
武
力
を

持
っ
て
白
人
の
侵
略
に
対
抗
し
た
。
セ
ミ
ノ
ー
ル
戦
争
は
一
〇
年

以
上
も
続
き
、
合
衆
国
政
府
は
莫
大
な
戦
費
を
負
担
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。

1　

事
実
の
概
要

チ
ェ
ロ
キ
ー
族
（C

herokees

）
は
、
そ
う
し
た
圧
力
を
、
甘

受
す
る
こ
と
無
く
、
か
つ
武
力
で
は
な
く
、
法
的
闘
争
で
打
破
し

よ
う
と
も
く
ろ
ん
だ
。
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の
抵
抗
の
一
環
と
し
て
幾

つ
も
起
き
た
裁
判
事
件
の
一
つ
が
、
こ
の
ウ
ー
ス
タ
ー
事
件

（W
orcester v. G

eorgia, 31 U
.S
. 515 

（1832

））
で
あ
る
。

ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
に
と
っ
て
問
題
だ
っ
た
の
は
、
白
人
宣
教
師
が

チ
ェ
ロ
キ
ー
族
側
の
味
方
に
つ
い
て
活
動
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
は
、
白
人
は
州
の
許
可
無
く
チ
ェ
ロ
キ
ー

3　

そ
の
後

こ
れ
に
よ
り
、
州
際
通
商
条
項
は
、
連
邦
議
会
が
制
定
す
る
法

律
の
権
限
を
大
幅
に
拡
大
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
も
っ
と
も
、

一
九
三
五
年
に
シ
ェ
ク
タ
ー
鶏
肉
加
工
社
対
合
衆
国
事
件

（S
chechter P

oultry C
orp. v. U

nited S
tates

）
判
決
で
は
、

鶏
肉
加
工
工
場
内
の
労
働
者
の
労
働
時
間
と
賃
金
を
規
制
す
る
連

邦
法
が
鶏
を
生
き
た
ま
ま
他
州
か
ら
仕
入
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
工
場
内
の
労
働
で
あ
る
加
工
と
販
売
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州

内
で
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
つ
の
州
内
の
み
に
関
わ
る
事
項

で
あ
り
、
州
際
通
商
に
当
た
ら
な
い
と
し
て
違
憲
と
さ
れ
た
こ
と

が
あ
る
。

（
四
）　

ウ
ー
ス
タ
ー
対
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
事
件

最
後
に
、
マ
ー
シ
ャ
ル
が
実
質
的
に
敗
れ
た
事
件
を
紹
介
し
て

お
く
。

英
国
の
植
民
地
は
、
当
初
各
地
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
部
族
と
条
約

を
結
び
、
平
和
共
存
を
図
っ
た
。
独
立
し
た
米
合
衆
国
も
こ
の
政

策
を
継
承
し
た
。
し
か
し
、
人
口
が
増
加
し
、
西
部
開
拓
の
圧
力

が
増
す
に
連
れ
て
、
白
人
が
条
約
を
無
視
し
て
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の

土
地
に
勝
手
に
入
植
す
る
事
件
が
増
え
て
い
っ
た
。
そ
こ
で
、

一
五
二



米
国
違
憲
立
法
審
査
権
の
確
立
（
甲
斐
）

（
四
九
三
）

そ
れ
を
実
施
さ
せ
ろ
！
（
46
）

」

実
際
に
そ
う
言
っ
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
現
実
に
、
連
邦

政
府
も
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
も
こ
の
判
決
を
完
全
に
無
視
し
た
。
そ
し

て
、
マ
ー
シ
ャ
ル
の
違
憲
判
決
は
、
行
政
府
が
そ
れ
を
尊
重
し
な

い
限
り
、
実
効
性
を
持
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

万
策
尽
き
た
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
は
一
八
三
〇
年
に
定
め
ら
れ
た
イ

ン
デ
ィ
ア
ン
移
住
法
（Indian R

em
oval A

ct of 1830

）
の
下
、

一
八
三
八
年
、
一
七
、〇
〇
〇
名
の
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
イ
ン
デ
ィ
ア

ン
及
び
富
裕
な
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
に
所
有
さ
れ
て
い
た
約

二
、〇
〇
〇
名
の
黒
人
奴
隷
が
現
在
の
オ
ク
ラ
ホ
マ
州
に
あ
る
新

た
な
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
居
留
地
ま
で
の
お
よ
そ
一
、二
〇
〇
マ
イ
ル 

（
一
、九
〇
〇
km
）
の
移
住
を
徒
歩
で
行
っ
た
。
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の

多
く
が
、
赤
痢
そ
の
他
の
病
気
の
た
め
に
移
住
の
途
上
で
命
を
落

と
し
た
と
い
わ
れ
る
（
47
）

。
こ
れ
が
「
涙
の
道
（T

rail of T
ears

）」

と
呼
ば
れ
る
事
件
で
あ
る
。
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の
言
語
で
、
こ
の
出

来
事
は
、nvnadaulatsvyi

（
我
々
が
泣
い
た
道
）
と
呼
ば
れ
て

い
る
。
こ
の
出
来
事
を
記
念
す
る
た
め
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
議
会

は
一
九
八
七
年
に
「
涙
の
道
国
立
歴
史
の
道
」“T

rail of T
ears 

N
ational H

istoric T
rail, ”

を
指
定
し
た
。

族
の
土
地
に
入
る
こ
と
を
禁
じ
る
立
法
を
行
っ
た
（
45
）

。
ウ
ー
ス

タ
ー
（S

am
uel W

orcester

）
等
一
一
人
の
白
人
宣
教
師
は
こ

の
法
律
に
違
反
し
た
と
し
て
逮
捕
さ
れ
、
州
裁
判
所
に
お
い
て
有

罪
判
決
を
下
さ
れ
て
収
監
さ
れ
た
。

ウ
ー
ス
タ
ー
は
、
こ
の
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
法
が
違
憲
で
あ
る
と
訴

え
て
連
邦
最
高
裁
判
所
に
上
告
し
た
。
こ
の
刑
事
訴
訟
は
、
必
然

的
に
、
そ
れ
ま
で
の
す
べ
て
の
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
側
の
チ
ェ
ロ
キ
ー

族
に
対
す
る
侵
略
行
為
が
争
点
と
な
る
。

2　

判
決
の
内
容

マ
ー
シ
ャ
ル
は
、
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
と
合
衆
国
の
条
約
が
存
在
す

る
以
上
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
の
一
連
の
立
法
等
に
よ
る
侵
略
行
為
は

違
憲
で
あ
る
と
宣
言
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
外
国
と
の
交
渉
に
お
い

て
は
、
州
で
は
な
く
、
合
衆
国
こ
そ
が
絶
対
的
な
権
限
を
持
っ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

3　

そ
の
後

ジ
ャ
ク
ソ
ン
大
統
領
は
、
こ
の
判
決
に
対
し
て
こ
う
言
い
放
っ

た
と
い
う
伝
説
が
あ
る
。

「
ジ
ョ
ン
・
マ
ー
シ
ャ
ル
が
判
決
を
下
し
た
。
だ
か
ら
彼
に

一
五
三



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
二
月
）

（
四
九
四
）

メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
事
件
そ
の
他
、
連
邦
と
州
が
対
立
し
た
幾
多
の

紛
争
に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
が
行
使
す
る
違
憲
立
法
審
査

権
こ
そ
が
、
そ
の
紛
争
の
最
終
的
な
解
決
手
段
と
し
て
有
用
で
あ

る
こ
と
を
、
繰
り
返
し
証
明
し
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
判
決
が
尊
重

さ
れ
る
伝
統
を
確
立
す
る
こ
と
に
、
マ
ー
シ
ャ
ル
は
成
功
し
た
の

で
あ
る
。
最
後
に
上
げ
た
ウ
ー
ス
タ
ー
対
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
事
件
に

お
い
て
、
マ
ー
シ
ャ
ル
の
判
決
が
尊
重
さ
れ
な
か
っ
た
の
も
、
こ

の
観
点
か
ら
す
れ
ば
容
易
に
理
解
で
き
る
。
そ
の
事
件
で
は
、
連

邦
と
州
の
間
に
対
立
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
1
） 

日
本
法
学
七
八
巻
二
号
九
一
頁
以
下
参
照

（
2
） W

illiam
 R
andolph

（
一
六
五
〇
年
│
一
七
一
一
年
）：
南
北

戦
争
で
南
軍
の
司
令
官
を
務
め
た
リ
ー
（R

obert E
. L
ee

）
も
、

彼
の
子
孫
で
あ
る
。

（
3
） B

ushrod W
ashington

（
一
七
六
二
年
│
一
八
二
九
年
）：

ジ
ョ
ー
ジ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
の
弟
、
ジ
ョ
ン
・
ワ
シ
ン
ト
ン
の
子
で

あ
る
。
彼
は
伯
父
の
援
助
に
よ
り
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ア
ン
ド
・
メ
ア

リ
ー
大
学
（C

ollege of W
illiam

 &
 M
ary; W

&
M

）
を
卒
業
し

て
い
る
。
こ
の
大
学
は
一
六
九
三
年
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
ウ
ィ
リ

ア
ム
三
世
と
女
王
メ
ア
リ
ー
二
世
に
よ
る
認
可
に
基
づ
き
創
設
さ

れ
た
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
次
い
で
米
国
で
二
番
目
に
古
い
歴
史

を
誇
る
大
学
で
あ
る
。
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
や
第
五
代
大
統
領
に

﹇
お
わ
り
に
﹈

一
八
三
五
年
の
春
、
マ
ー
シ
ャ
ル
の
乗
っ
て
い
た
馬
車
が
転
覆

し
て
マ
ー
シ
ャ
ル
は
負
傷
し
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
で
治
療
を
受

け
て
い
た
が
、
七
月
六
日
に
現
職
の
ま
ま
死
亡
し
た
。
享
年
七
九

歳
。彼

の
連
邦
最
高
裁
判
所
長
官
在
任
期
間
は
一
八
〇
一
年
二
月
四

日
か
ら
、
彼
が
死
亡
す
る
一
八
三
五
年
七
月
六
日
ま
で
、
実
に

三
四
年
余
に
達
す
る
。
彼
は
合
衆
国
が
始
ま
っ
て
以
来
、
は
じ
め

て
長
期
に
わ
た
っ
て
長
官
職
を
勤
め
る
人
物
と
な
っ
た
の
で
あ
る
（
48
）

。

そ
の
間
、
大
統
領
は
第
三
代
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
か
ら
第
七
代
ジ
ャ

ク
ソ
ン
に
及
ぶ
。
し
か
も
、
そ
の
間
、
本
稿
に
紹
介
し
た
数
多
く

の
重
要
な
判
決
を
下
す
こ
と
に
よ
り
、
連
邦
最
高
裁
の
権
威
を
大

い
に
高
め
、
第
三
権
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
。
彼

は
、
米
国
に
お
い
て
最
も
尊
敬
さ
れ
る
裁
判
官
と
い
わ
れ
る
。

わ
が
国
で
は
、
往
々
に
し
て
マ
ー
シ
ャ
ル
の
名
は
、
マ
ー
ベ
リ

対
マ
デ
ィ
ス
ン
事
件
と
の
み
結
び
つ
け
て
紹
介
さ
れ
る
。
し
か
し

違
憲
立
法
審
査
権
の
確
立
は
、
そ
の
よ
う
な
、
本
稿
に
詳
し
く
紹

介
し
た
と
お
り
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
苦
し
紛
れ
の
た
っ
た
一
つ

の
判
決
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
も
の
で
は
無
い
。
マ
カ
ラ
ッ
ク
対

一
五
四



米
国
違
憲
立
法
審
査
権
の
確
立
（
甲
斐
）

（
四
九
五
）

（
5
） John A

dam
s

（
一
七
三
五
年
│
一
八
二
六
年
）：
建
国
の
父

の
一
人
で
あ
る
。
大
陸
会
議
に
は
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
湾
植
民
地

の
代
表
と
し
て
出
席
し
、
一
七
七
六
年
に
大
陸
会
議
が
ア
メ
リ
カ

独
立
宣
言
を
採
択
す
る
と
き
に
は
、
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
と
共
に
起

草
委
員
会
の
一
員
と
な
っ
て
指
導
的
な
役
割
を
果
た
し
た
。
初
代

の
副
大
統
領
（
一
七
八
九
年
│
一
七
九
七
年
の
二
期
）
で
あ
る
。

な
お
、
第
六
代
大
統
領
ジ
ョ
ン
・
ク
ィ
ン
シ
ー
・
ア
ダ
ム
ズ

（John Q
uincy A

dam
s

）
は
彼
の
息
子
で
あ
る
。

（
6
） T

hom
as P

inckney

（
一
七
五
〇
年
│
一
八
二
八
年
）：

一
七
八
七
年
か
ら
一
七
八
九
年
ま
で
サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
知
事

の
任
に
あ
り
、
同
州
の
合
衆
国
憲
法
批
准
会
議
で
議
長
を
務
め
た
。

一
七
九
一
年
に
サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
下
院
議
員
を
務
め
た
の
ち
、

駐
英
全
権
公
使
な
ど
外
交
官
と
し
て
活
躍
し
た
。

（
7
） A

aron B
urr

（
一
七
五
六
年
│
一
八
三
六
年
）： 

一
七
八
四

年
│
一
七
八
五
年
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
議
会
議
員
、
一
七
九
一
年
│

一
七
九
七
年
連
邦
上
院
議
員
、
一
七
九
八
年
│
一
八
〇
一
年

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
議
会
議
員

（
8
） C

harles C
otesw

orth P
inckney

（
一
七
四
六
年
│

一
八
二
五
）：
サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
出
身
、
独
立
戦
争
で
は
軍
人

と
し
て
活
躍
し
、
合
衆
国
憲
法
制
定
会
議
の
一
員
で
あ
っ
た
。
ト

マ
ス
・
ピ
ン
ク
ニ
ー
の
兄
で
あ
る
。

（
9
） S

am
uel Johnston

（
一
七
三
三
年
│
一
八
一
六
年
）：
大
陸

会
議
で
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
を
代
表
し
、
後
に
同
州
選
出
上
院
議

員
と
な
り
、
第
六
代
知
事
と
な
っ
た
。

な
っ
た
モ
ン
ロ
ー
も
こ
の
大
学
の
出
身
で
あ
る
。
米
国
の
大
学
で

は
、
優
秀
な
学
生
に
フ
ァ
イ
・
ベ
ー
タ
・
カ
ッ
パ
と
い
う
組
織
を

作
ら
せ
る
と
い
う
事
が
行
わ
れ
る
が
、
そ
れ
を
創
設
し
た
の
が
こ

の
大
学
で
あ
り
、
ブ
ッ
シ
ュ
ロ
ッ
ド
は
そ
の
第
一
回
メ
ン
バ
ー
で

あ
っ
た
。
な
お
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
の
住
ま
い
で
あ
っ
た

マ
ウ
ン
ト
・
バ
ー
ノ
ン
は
、
そ
の
死
後
ブ
ッ
シ
ュ
ロ
ッ
ド
が
相
続

し
た
。

彼
は
ア
メ
リ
カ
植
民
地
協
会
（A

m
erican C

olonization 
S
ociety

）
の
設
立
を
支
援
し
、
一
八
一
六
年
に
そ
の
初
代
会
長
に

な
っ
た
。
こ
の
組
織
は
米
国
内
の
解
放
奴
隷
で
あ
る
黒
人
を
ア
フ

リ
カ
に
帰
還
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
そ
の
活
動
に
よ

り
一
八
二
〇
年
か
ら
実
際
の
帰
還
が
始
ま
る
。
帰
還
し
た
黒
人
に

よ
っ
て
一
八
四
七
年
に
建
国
さ
れ
た
の
が
現
在
の
リ
ベ
リ
ア
共
和

国
で
あ
る
。

（
4
） 

ワ
シ
ン
ト
ン
自
身
は
前
例
を
作
る
意
思
は
な
か
っ
た
が
、
そ

の
後
第
三
代
大
統
領
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
及
び
第
五
代
大
統
領
モ
ン

ロ
ー
が
、
伝
統
を
作
る
意
思
で
、
二
期
で
勇
退
し
た
こ
と
か
ら
大

統
領
は
二
期
ま
で
と
い
う
伝
統
が
打
ち
立
て
ら
れ
、
フ
ラ
ン
ク
リ

ン
・
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
に
よ
っ
て
そ
れ
が
破
ら
れ
る
ま
で
続
く
こ
と

に
な
る
（
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
は
四
期
当
選
す
る
）。
そ
こ
で
、

一
九
四
五
年
に
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
が
死
去
し
た
の
を
機
会
に
、
大
統

領
の
三
選
禁
止
を
明
定
し
た
第
二
二
修
正
が
提
案
さ
れ
、

一
九
五
一
年
に
成
立
し
た
。
こ
の
結
果
、
今
で
は
憲
法
的
に
二
期

ま
で
に
制
限
さ
れ
て
い
る
。

一
五
五



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
二
月
）

（
四
九
六
）

官
職
に
あ
る
い
か
な
る
者
も
、
選
挙
人
に
選
任
さ
れ
る
こ
と
は
で

き
な
い
。

（
14
） 

こ
の
選
挙
の
際
の
制
度
を
紹
介
す
る
と
、
次
の
様
に
き
わ
め

て
区
々
と
な
っ
て
い
た
。

①　

選
挙
人
は
州
議
会
で
指
名
す
る
と
い
う
州
が
、
コ
ネ
チ
カ
ッ

ト
州
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
、
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
、
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
州
、
ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
州
、
サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
、

バ
ー
モ
ン
ト
州
と
七
州
あ
っ
た
。

②　

州
を
選
挙
人
選
挙
区
に
分
割
し
、
そ
の
地
区
毎
の
選
挙
で
一

人
の
選
挙
人
を
選
出
す
る
と
い
う
州
が
、
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
州
、

メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
、
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
、
バ
ー
ジ
ニ
ア
州

と
四
州
あ
っ
た
。

③　

州
全
体
の
投
票
で
選
挙
人
を
選
出
す
る
と
い
う
州
が
、

ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
と
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
州
の
二
州
あ
っ
た
。

④　

州
に
割
り
当
て
ら
れ
た
選
挙
人
の
う
ち
、
二
人
の
選
挙
人
は

州
議
会
で
指
名
し
、
残
り
の
選
挙
人
は
下
院
議
員
選
挙
区
毎
に

上
位
二
名
の
得
票
者
リ
ス
ト
の
中
か
ら
州
議
会
で
選
定
す
る
と

い
う
複
雑
な
制
度
を
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
は
採
用
し
た
。

⑤　

各
選
挙
人
は
州
全
体
の
投
票
で
選
定
す
る
が
、
過
半
数
を
獲

得
し
た
候
補
が
い
な
い
場
合
に
は
、
州
議
会
が
得
票
数
上
位
二

名
を
指
名
す
る
と
い
う
制
度
を
ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
州
は
採

用
し
た
。

⑥　

州
を
選
挙
人
選
挙
区
に
分
割
し
、
そ
の
中
の
各
郡
が
一
般
投

票
で
選
挙
人
代
議
員
を
選
出
し
、
こ
の
代
議
員
が
各
選
挙
区
あ

（
10
） S

am
uel A

dam
s

（
一
七
二
二
年
│
一
八
〇
三
年
）：
建
国
の

父
の
一
人
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
支
配
に
反
対
す
る
論
客

の
一
人
と
し
て
最
初
期
か
ら
活
動
し
、
一
七
七
三
年
の
ボ
ス
ト
ン

茶
会
事
件
を
組
織
化
し
、
大
陸
会
議
に
出
席
し
、
第
二
次
大
陸
会

議
で
独
立
宣
言
の
採
択
を
主
導
し
た
。
一
七
九
四
年
か
ら
は
マ
サ

チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
知
事
と
な
る
。

（
11
） G

eorge C
linton

（
一
七
三
九
年
│
一
八
一
二
年
）：
一
七
七
七

年
│
一
七
九
五
年
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
初
代
知
事
。
一
八
〇
〇
年
│

一
八
〇
一
年
州
下
院
議
員
。
一
八
〇
一
年
│
一
八
〇
四
年
第
三
代

知
事
。
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
大
統
領
の
第
二
期
及
び
そ
れ
続
く
マ

デ
ィ
ス
ン
大
統
領
の
下
で
、
一
八
〇
五
年
か
ら
そ
の
死
去
ま
で
、

連
続
し
て
八
年
間
副
大
統
領
を
務
め
た
。
彼
は
在
職
中
に
死
去
し

た
初
の
副
大
統
領
で
あ
る
。
な
お
、
四
二
代
大
統
領
ビ
ル･

ク
リ

ン
ト
ン
（W

illiam
 Jeff erson “B

ill” C
linton

）
と
は
縁
戚
関
係

は
無
い
。

（
12
） John H

enry

（
一
七
五
〇
年
│
一
七
九
八
年
）： 
一
七
七
七
年

│
一
七
九
〇
年
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
議
会
議
員
。
そ
の
間
、
大
陸
会

議
の
代
表
を
務
め
る
。
一
七
八
九
年
│
一
七
九
七
年
メ
リ
ー
ラ
ン

ド
州
選
出
上
院
議
員
。

（
13
） 

合
衆
国
憲
法
三
条
二
項
は
次
の
様
に
定
め
る
。

各
々
の
州
は
、
そ
の
立
法
部
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
そ
の
州

か
ら
連
邦
議
会
に
選
出
す
る
こ
と
の
で
き
る
上
院
議
員
お
よ
び
下

院
議
員
の
総
数
と
同
数
の
選
挙
人
を
任
命
す
る
。
但
し
、
上
院
議

員
、
下
院
議
員
お
よ
び
合
衆
国
か
ら
報
酬
ま
た
は
信
任
を
受
け
て

一
五
六



米
国
違
憲
立
法
審
査
権
の
確
立
（
甲
斐
）

（
四
九
七
）

し
た
二
番
目
の
副
大
統
領
で
あ
る
。

（
18
） 

対
仏
三
人
委
員
会
（three-m

em
ber com

m
ission to 

represent the U
nited S

tates in F
rance

）
と
呼
ば
れ
る
。

（
19
） C

harles-M
aurice de T

alleyrand-P
érigord

（
一
七
五
四

年
│
一
八
三
八
年
）：
す
ば
や
い
裏
切
り
に
よ
り
、
革
命
政
府
、
帝

政
、
王
政
と
い
う
大
き
な
政
体
の
変
革
を
乗
り
越
え
て
フ
ラ
ン
ス

外
交
の
中
心
に
あ
り
続
け
た
人
物
で
、
メ
ッ
テ
ル
ニ
ヒ
の
主
催
し

た
ウ
ィ
ー
ン
会
議
で
は
敗
戦
国
が
戦
勝
国
に
要
求
を
呑
ま
せ
た
こ

と
で
敏
腕
政
治
家
・
外
交
家
と
し
て
の
評
価
が
高
い
。
そ
れ
以
後

も
首
相
、
外
相
と
し
て
活
躍
し
、
四
〇
年
に
わ
た
っ
て
フ
ラ
ン
ス

政
治
の
中
心
に
君
臨
し
た
。
メ
ー
ト
ル
法
は
タ
レ
ー
ラ
ン
の
提
案

に
か
か
る
な
ど
功
績
は
多
い
。
し
か
し
、「
タ
レ
ー
ラ
ン
は
、
金
儲

け
に
精
を
出
し
て
い
な
い
と
き
は
、
陰
謀
を
企
ん
で
い
る
」
と
酷

評
さ
れ
る
ほ
ど
に
、
人
格
的
に
は
悪
評
が
高
い
。

（
20
） 

マ
ー
シ
ャ
ル
が
、
ア
ダ
ム
ズ
に
対
す
る
書
簡
中
で
タ
レ
ー
ラ

ン
の
贈
賄
交
渉
に
お
け
る
代
理
人
三
人
を
、
そ
れ
ぞ
れ
Ｘ
、
Ｙ
、

Ｚ
と
匿
名
で
表
記
し
た
た
め
、
こ
の
名
が
あ
る
。

（
21
） 

こ
れ
は
正
確
に
は
、
連
邦
党
が
一
七
九
八
年
の
第
五
回
連
邦

議
会
で
成
立
さ
せ
、
ア
ダ
ム
ズ
大
統
領
が
署
名
し
た
四
つ
の
法
律

の
総
称
で
あ
る
。

第
一
は
帰
化
法
（the N

aturalization A
ct

＝
正
式
名
称
はA

n 
act supplem

entary to, and to am
end the act to establish a 

uniform
 rule of naturalization; and to repeal the act 

heretofore passed on that subject; ch. 54, 1 S
tat. 566

）
で
、

た
り
一
人
の
選
挙
人
を
選
出
す
る
と
い
う
間
接
選
挙
方
式
を
テ

ネ
シ
ー
州
は
採
用
し
た
。

出
典
＝http://en.w

ikipedia.org/w
iki/U

nited_S
tates_

presidential_election,_1796

（
15
） 

ア
ダ
ム
ズ
が
大
統
領
に
就
任
し
た
当
時
、
ア
メ
リ
カ
の
首
都

は
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
で
あ
っ
た
。
当
時
の
大
統
領
官
邸
は
フ
ィ

ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
の
ロ
バ
ー
ト
・
モ
リ
ス
邸
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

ア
ダ
ム
ズ
政
権
の
末
期
、
一
八
〇
〇
年
一
一
月
一
日
、
ア
ダ
ム
ズ

大
統
領
は
ワ
シ
ン
ト
ン
の
大
統
領
官
邸
に
入
居
し
た
。
ワ
シ
ン
ト

ン
が
八
年
の
在
任
期
間
中
に
政
庁
所
在
地
か
ら
離
れ
て
い
た
日
数

は
合
計
で
一
八
一
日
間
で
あ
っ
た
が
、
ア
ダ
ム
ズ
は
そ
の
半
分
の

在
任
期
間
に
も
拘
ら
ず
、
合
計
三
八
五
日
も
政
庁
所
在
地
を
離
れ

て
い
た
。

出
典
＝http://w

w
w
.am
erican-presidents.info/johnadam

12.
htm
l

（
16
） 

ロ
ン
・
チ
ャ
ー
ナ
ウ
著
『
ア
レ
グ
ザ
ン
ダ
ー
・
ハ
ミ
ル
ト
ン

伝
』
下
巻
日
経
Ｂ
Ｐ
社
二
〇
〇
五
年
刊
四
六
頁
以
下
参
照

（
17
） E

lbridge T
hom
as G
erry

（
一
七
四
四
年
│
一
八
一
四
年
）：

独
立
宣
言
お
よ
び
連
合
規
約
の
署
名
者
の
一
人
で
あ
る
。
そ
の
後

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
の
知
事
に
就
任
し
た
。
彼
は
そ
の
名
が

「
ゲ
リ
マ
ン
ダ
リ
ン
グ
」（
特
定
の
政
党
が
有
利
に
な
る
よ
う
に
選

挙
区
を
不
当
に
設
定
す
る
こ
と
）
の
元
に
な
っ
た
こ
と
で
も
有
名

で
あ
る
。
一
八
一
三
年
か
ら
そ
の
死
ま
で
第
四
代
マ
デ
ィ
ス
ン
大

統
領
の
下
で
第
五
代
副
大
統
領
で
あ
っ
た
。
彼
は
在
職
中
に
死
去

一
五
七



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
二
月
）

（
四
九
八
）

出
連
邦
下
院
議
員
と
な
っ
た
。
一
七
九
三
年
か
ら
オ
ラ
ン
ダ
駐
在

の
米
国
大
使
に
任
命
さ
れ
て
い
た
。

（
23
） P

atrick H
enry

（
一
七
三
六
年
│
一
七
九
九
年
）：
独
立
戦

争
を
強
く
主
張
し
て
「
自
由
を
与
え
よ
。
然
ら
ず
ん
ば
死
を

（give m
e liberty or give m

e death!

）」
と
い
う
名
文
句
を
吐
い

て
イ
ギ
リ
ス
に
対
す
る
抵
抗
運
動
を
扇
動
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。

独
立
戦
争
勃
発
後
は
バ
ー
ジ
ニ
ア
邦
憲
法
の
起
草
に
参
画
し
、

一
七
七
六
年
か
ら
一
七
七
九
年
ま
で
バ
ー
ジ
ニ
ア
邦
の
初
代
知
事

を
務
め
、
権
利
章
典
の
制
定
に
与
っ
た
と
言
わ
れ
る
。

（
24
） 

一
八
〇
〇
年
の
協
約
：
正
式
に
は“C

onvention B
etw
een 

the F
rench R

epublic and the U
nited S

tates of A
m
erica”

と
い
う
。
内
容
の
大
略
を
紹
介
す
れ
ば
、
差
し
押
さ
え
た
資
産
を

元
の
持
ち
主
に
返
却
す
る
こ
と
、
通
商
に
特
別
な
規
制
を
課
さ
な

い
こ
と
、
フ
ラ
ン
ス
は
貿
易
に
お
い
て
最
恵
国
待
遇
を
与
え
ら
れ

る
こ
と
、
輸
出
入
禁
止
品
目
を
明
確
に
規
定
す
る
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
一
八
〇
〇
年
九
月
三
〇
日
に
締
結
さ
れ
、
米
国
上
院
は

二
ヶ
月
間
に
わ
た
っ
て
討
議
し
、
一
八
〇
一
年
二
月
三
日
、
条
件

付
で
批
准
し
た
。

（
25
） T

im
othy P

ickering

（
一
七
四
五
年
│
一
八
二
九
年
）：
元
々

は
軍
人
で
、
独
立
戦
争
で
活
躍
し
た
。
ワ
シ
ン
ト
ン
大
統
領
下
で
、

一
九
七
一
年
〜
一
七
九
五
年
に
郵
政
長
官
、
一
七
九
五
年
に
陸
軍

長
官
、
そ
し
て
同
年
に
第
三
代
国
務
長
官
と
な
り
、
ア
ダ
ム
ズ
大

統
領
に
罷
免
さ
れ
る
一
八
〇
〇
年
ま
で
同
職
を
務
め
た
。
閣
僚
と

し
て
通
算
九
年
間
在
職
し
た
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
は
一
七
九
五
年
帰
化
法
（the N

aturalization A
ct of 

1795

）
を
改
正
し
、
外
国
人
が
米
国
籍
を
得
る
た
め
の
滞
在
期
間

を
五
年
か
ら
一
四
年
に
延
長
す
る
も
の
だ
っ
た
。

第
二
は
外
国
人
法
（the A

lien A
ct

＝
正
式
に
はA

n A
ct 

C
oncerning A

liens; ch. 58, 1 S
tat. 570

）
で
、
こ
れ
は
大
統
領

に
、「
合
衆
国
の
平
和
と
安
全
に
害
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

“dangerous to the peace and safety of the U
nited S

tates”

」

い
か
な
る
外
国
人
も
国
外
追
放
す
る
権
限
を
与
え
た
。

第
三
は
敵
国
人
法
（the A

lien E
nem
ies A

ct

＝
正
式
に
は

offi  cially A
n A
ct R
especting A

lien E
nem
ies; ch. 66, 1 S

tat. 
577

）
で
、
同
じ
く
大
統
領
に
、
米
国
内
に
居
住
す
る
外
国
人
を
、

そ
の
祖
国
が
米
国
と
交
戦
中
で
あ
れ
ば
、
敵
国
人
と
し
て
国
外
追

放
す
る
権
限
を
与
え
た
。
な
お
、
こ
の
法
律
は
今
日
も
修
正
さ
れ

ず
存
続
し
て
い
る
。
当
時
は
こ
れ
に
よ
り
フ
ラ
ン
ス
系
外
国
人
の

追
放
を
狙
っ
た
。

第
四
が
反
政
府
活
動
取
締
法
（the S

edition A
ct

＝
直
訳
す
れ

ば
扇
動
法
。
正
式
に
はA

n A
ct in A

ddition to the A
ct 

E
ntitled “A

n A
ct for the P

unishm
ent of C

ertain C
rim
es 

against the U
nited S

tates”; ch. 74, 1 S
tat. 596

）
で
、
そ
れ

は
政
府
な
い
し
特
定
の
公
務
員
に
対
し
て
「
虚
偽
、
ス
キ
ャ
ン
ダ

ル
及
び
悪
意
に
よ
る
記
述
」
を
交
換
す
る
こ
と
を
犯
罪
と
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。

（
22
） W

illiam
 V
ans M

urray

（
一
七
六
〇
年
│
一
八
〇
三
年
）：

当
初
は
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
下
院
議
員
で
、
後
、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
選

一
五
八



米
国
違
憲
立
法
審
査
権
の
確
立
（
甲
斐
）

（
四
九
九
）

departm
ent, to be denom

inated the D
epartm

ent of F
oreign 

A
ff airs, and that there shall be a principal offi  cer therein, 
to be called the S

ecretary for the D
epartm

ent of F
oreign 

A
ffairs, w

ho shall perform
 and execute such duties as 

shall from
 tim
e to tim

e be enjoined on or intrusted to him
 

by the P
resident of the U

nited S
tates, agreeable to the 

C
onstitution, relative to correspondences, com

m
issions or 

instructions to or w
ith public m

inisters from
 foreign 

states or prices, or to m
em
orials or other applications 

from
 foreign public m

inisters or other foreigners, or to 
such other m

atters respecting foreign affairs, as the 
P
resident of the U

nited S
tates shall assign to the said 

departm
ent; and furtherm

ore, that the said principal 
offi  cer shall conduct the business of the said departm

ent 
in such m

anner as the P
resident of the U

nited S
tates 

shall from
 tim
e to tim

e order or instruct.

（
32
） 

具
体
的
に
は
、W

illiam
 M
arbury, D

ennis R
am
say, 

R
obert T

ow
nsend H

ooe,

及
びW

illiam
 H
arper

の
四
人
で
あ

る
。

（
33
） 

“bill of attainder”

と
い
う
語
に
対
し
、
わ
が
国
で
は
従
来

か
ら
私
権
剥
奪
法
と
い
う
訳
語
が
用
い
ら
れ
、
米
国
大
使
館
の

行
っ
て
い
る
合
衆
国
憲
法
の
翻
訳
で
も
こ
の
訳
語
が
用
い
ら
れ
て

い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
に
従
っ
て
い
る
。

確
か
に
、attainder

の
本
来
の
意
味
は
、
公
権
喪
失
と
か
私
権

（
26
） 

連
邦
党
の
大
統
領
候
補
ア
ダ
ム
ズ
六
五
票
、
副
大
統
領
候
補

の
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
コ
ー
ツ
ワ
ー
ス
・
ピ
ン
ク
ニ
ー
は
六
四
票
で

あ
っ
た
。
多
数
が
立
候
補
し
て
乱
戦
と
な
っ
た
前
回
と
異
な
り
、

そ
れ
以
外
の
候
補
者
は
、
今
回
は
ジ
ェ
イ
一
人
で
、
彼
が
得
た
票

は
一
票
だ
け
で
あ
っ
た
。

（
27
） 

当
初
の
一
三
州
に
加
え
、
バ
ー
モ
ン
ト
州
が
一
七
九
一
年
三

月
に
、
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
州
が
一
七
九
二
年
六
月
に
、
テ
ネ
シ
ー
州

が
一
七
九
六
年
六
月
に
、
そ
れ
ぞ
れ
加
盟
し
て
い
た
。

（
28
） 

ロ
ン
・
チ
ャ
ー
ナ
ウ
著
『
ア
レ
グ
ザ
ン
ダ
ー
・
ハ
ミ
ル
ト
ン

伝
』
下
巻
日
経
Ｂ
Ｐ
社
二
〇
〇
五
年
刊
二
七
一
頁
参
照
。

（
29
） T

he Judiciary A
ct of 1801

は
通
称
で
、
正
式
名
称
は“A

n 
A
ct for the m

ore convenient organization of the C
ourts of 

the U
nited S

tates”

と
い
う
。
一
八
〇
一
年
二
月
一
三
日
に
成
立

し
て
い
る
。

（
30
） 

前
注
同
様
に
、
同
法
の
正
式
名
称
は“A

n A
ct T
o am

end the 
Judicial S

ystem
 of the U

nited S
tates”

と
い
う
。
一
八
〇
二

年
四
月
二
九
日
に
成
立
し
て
い
る
。

（
31
） 

国
務
省
設
置
法
の
正
式
名
称
はA

n act for establishing an 
executive departm

ent, to be denom
inated the departm

ent 
of foreign aff airs

で
あ
る
。

そ
の
第
一
条
は
次
の
様
に
定
め
て
い
る
（
下
線
は
筆
者
）。

S
ection 1.　

B
e it enacted by the S

enate and H
ouse of 

R
epresentatives of the U

nited S
tates of A

m
erica in 

C
ongress assem

bled,  T
hat there shall be an E

xecutive 

一
五
九



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
二
月
）

（
五
〇
〇
）

条
文
は
う
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
第
四
四
章

参
照
）。
今
日
ま
で
五
件
の
法
律
が
私
権
剥
奪
法
と
さ
れ
た
。
最
近

時
の
も
の
は
一
九
九
六
年
に
制
定
さ
れ
たE

lizabeth M
organ 

A
ct

で
、
二
〇
〇
三
年
に
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
．Ｃ
．控
訴
院
に
よ
っ
て

M
organ

の
前
夫
に
対
し
、
子
へ
の
面
会
謝
絶
を
子
の
同
意
が
な
い

限
り
認
め
た
点
が
私
権
剥
奪
法
に
該
当
す
る
と
さ
れ
た
。

（
34
） 

連
邦
公
務
員
の
う
ち
、
大
統
領
の
宣
誓
文
言
は
、
合
衆
国
憲

法
二
条
一
節
八
文
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
判
事
の

宣
誓
文
言
は
、
憲
法
自
身
は
定
め
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
は

議
会
の
決
定
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
こ
で

一
七
八
九
年
司
法
権
法
が
、
判
事
に
関
す
る
宣
誓
文
言
を
規
定
し

た
。
こ
の
宣
誓
文
言
の
原
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

“I do solem
nly sw

ear that I w
ill adm

inister justice w
ithout 

respect to persons, and do equal right to the poor and to 
the rich; and that I w

ill faithfully and im
partially 

discharge all the duties incum
bent on m

e as according to 
the best of m

y abilities and understanding, agreeably to 
the C

onstitution and law
s of the U

nited S
tates.”

こ
れ
は
、
一
七
八
九
年
〜
一
八
六
一
年
に
使
用
さ
れ
て
い
た

（
た
だ
し
、
こ
の
末
尾
に“S

o help m
e G
od”

と
い
う
文
言
が
、

宣
誓
時
に
は
付
加
さ
れ
て
い
た
）。

一
八
六
一
年
の
南
北
戦
争
の
勃
発
と
共
に
リ
ン
カ
ー
ン
大
統
領

の
命
令
に
よ
り
、
す
べ
て
の
連
邦
公
務
員
に
宣
誓
義
務
が
課
さ
れ
、

そ
れ
に
伴
い
一
八
六
〇
年
代
に
宣
誓
文
言
は
数
回
変
更
さ
れ
た
。

剥
奪
と
い
う
意
味
で
、
も
と
も
と
は
コ
モ
ン
ロ
ー
裁
判
所
で
有
罪

が
確
定
し
た
者
に
対
し
、
議
会
が
付
加
刑
と
し
て
没
収
を
宣
言
す

る
立
法
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
合
衆
国
憲
法
の
場
合
に
は
、

内
容
か
ら
意
訳
す
れ
ば
「
特
定
私
人
処
罰
法
」
と
で
も
訳
す
る
べ

き
特
殊
な
立
法
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
本
来
、
処
罰
は
、
法

律
に
従
っ
て
裁
判
所
が
判
決
と
い
う
形
で
行
う
べ
き
で
あ
り
、
本

来
の
私
権
剥
奪
法
も
そ
の
例
外
で
は
無
い
。
し
か
し
、
合
衆
国
憲

法
の
場
合
に
は
、
裁
判
所
を
ま
っ
た
く
経
由
す
る
こ
と
な
く
、
議

会
が
特
定
人
に
対
し
、
そ
の
者
の
行
為
を
犯
罪
と
す
る
立
法
を
行

い
、
あ
る
い
は
そ
の
容
疑
者
に
対
し
、
事
実
調
べ
も
な
し
に
有
罪

を
宣
言
し
、
そ
の
者
に
対
す
る
刑
罰
ま
で
定
め
る
立
法
を
意
味
し

て
い
る
。
い
わ
ば
、
議
会
が
立
法
者
、
検
察
官
、
裁
判
官
、
陪
審

員
の
四
つ
の
役
割
を
演
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
英
国
に
お
い
て

一
五
三
〇
年
代
以
降
に
お
い
て
、
ヘ
ン
リ
ー
八
世
が
、
彼
に
敵
対

す
る
者
を
合
法
的
に
処
刑
す
る
手
段
と
し
て
発
展
さ
せ
た
立
法
形

態
で
あ
る
。

こ
の
型
の
私
権
剥
奪
法
は
英
本
国
だ
け
で
な
く
植
民
地
に
も
広

く
適
用
さ
れ
、
こ
れ
に
対
す
る
植
民
地
人
の
怒
り
が
米
国
を
独
立

に
駆
り
た
て
る
要
因
の
一
つ
に
な
っ
た
。
独
立
戦
争
中
は
、
逆
に

独
立
派
自
身
が
王
党
派
に
対
し
て
私
権
剥
奪
法
を
連
発
し
、
王
党

派
の
弱
体
化
に
大
い
に
利
用
さ
れ
た
（
有
名
な
も
の
と
し
て

一
七
七
九
年
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
議
会
に
よ
るP

arker W
ickham

 

事
件
が
あ
る
。）。

そ
う
し
た
不
幸
な
歴
史
か
ら
、
私
権
剥
奪
法
の
禁
止
を
、
こ
の

一
六
〇



米
国
違
憲
立
法
審
査
権
の
確
立
（
甲
斐
）

（
五
〇
一
）

textoftheoathsofoffi  ce2009.aspx

（
35
） 

ロ
ン
・
チ
ャ
ー
ナ
ウ
著
・
注
16
引
用
書
二
〇
三
頁
よ
り
引
用
。

（
36
） 

前
注
引
用
書
二
一
二
頁
よ
り
引
用

（
37
） 

合
衆
国
憲
法
一
条
八
節
末
項
の
原
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

T
o m
ake all law

s w
hich shall be necessary and proper for 

carrying into execution the foregoing pow
ers, and all 

other pow
ers vested by this C

onstitution in the 
governm

ent of the U
nited S

tates, or in any departm
ent or 

offi  cer thereof.

（
38
） 

米
英
戦
争
：
一
八
一
二
年
六
月
│
一
八
一
四
年
一
二
月
の
間
、

米
国
と
英
国
の
間
で
戦
わ
れ
た
戦
争
。
当
時
欧
州
は
ナ
ポ
レ
オ
ン

戦
争
の
最
中
で
、
英
陸
軍
の
主
力
は
ス
ペ
イ
ン
で
の
半
島
戦
争
に

取
ら
れ
て
お
り
、
英
海
軍
は
欧
州
の
海
上
封
鎖
を
強
い
ら
れ
て
い

た
。
そ
こ
で
、
米
国
が
い
わ
ば
火
事
場
泥
棒
的
に
カ
ナ
ダ
に
あ
る

英
国
植
民
地
を
侵
奪
す
る
目
的
で
開
始
し
た
戦
争
で
あ
る
。
こ
の

戦
争
で
は
、
両
軍
と
も
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
と
結
び
つ
い
て
戦
っ
た
結

果
、
多
く
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
部
族
が
消
滅
寸
前
ま
で
虐
殺
さ
れ
、

領
土
を
奪
わ
れ
て
散
り
散
り
と
な
っ
た
。
特
に
英
国
側
と
結
ん
で

戦
っ
た
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
を
追
い
だ
し
た
広
大
な
土
地
は
、
合
衆
国

政
府
の
植
民
地
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
そ
の
後
の
西
部
開
拓
の
始
ま

り
と
な
る
。
こ
の
た
め
、
こ
の
戦
争
は
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
戦
争
の
別

名
で
知
ら
れ
る
。
第
七
代
大
統
領
ジ
ャ
ク
ソ
ン
は
こ
の
米
英
戦
争

の
英
雄
で
、
特
に
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
虐
殺
で
勇
名
を
は
せ
た
。

（
39
） 
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
法
の
名
称
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

最
終
的
に
一
八
六
八
年
に
次
の
も
の
に
な
っ
た
（5 U

. S
. C
. §
 

3331

）。
“I, _________, do solem

nly sw
ear 

（or affi  rm

） that I w
ill 

support and defend the C
onstitution of the U

nited S
tates 

against all enem
ies, foreign and dom

estic; that I w
ill bear 

true faith and allegiance to the sam
e; that I take this 

obligation freely, w
ithout any m

ental reservation or 
purpose of evasion; and that I w

ill w
ell and faithfully 

discharge the duties of the offi  ce on w
hich I am

 about to 
enter.  S

o help m
e G
od.”

但
し
、
裁
判
官
に
つ
い
て
は
一
九
九
〇
年
に
司
法
部
改
革
法

（the Judicial Im
provem

ents A
ct of 1990

）
が
制
定
さ
れ
た
結

果
、
現
在
は
次
の
様
な
文
言
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

“I, _________, do solem
nly sw

ear 

（or affi  rm

） that I w
ill 

adm
inister justice w

ithout respect to persons, and do 
equal right to the poor and to the rich, and that I w

ill 
faithfully and im

partially discharge and perform
 all the 

duties incum
bent upon m

e as _________ under the 
C
onstitution and law

s of the U
nited S

tates.  S
o help m

e 
G
od.”最
高
裁
判
事
に
任
命
さ
れ
た
者
は
、
こ
の
宣
誓
に
続
い
て
一
般

連
邦
公
務
員
用
の
宣
誓
文
言
を
唱
え
る
合
体
型
の
宣
誓
を
行
う
こ

と
も
多
い
と
い
う
。

参
照
＝http://w

w
w
.suprem

ecourt.gov/about/oath/

一
六
一



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
二
月
）

（
五
〇
二
）

（
43
） 

一
八
一
六
年
六
月
二
七
に
制
定
さ
れ
た
ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ

シ
ャ
ー
州
の
法
律
名
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

“A
n act to am

end the charter, and enlarge and im
prove 

the corporation of D
artm

outh C
ollege.”

（
44
） R

obert R
. L
ivingston

（
一
七
四
六
年
│
一
八
一
三
年
）：

建
国
の
父
の
一
人
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
を

起
草
し
た
五
人
委
員
会
の
一
人
で
あ
り
、
連
合
規
約
下
で
外
務
長

官
を
一
七
八
一
年
か
ら
一
七
八
三
年
ま
で
務
め
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

邦
憲
法
制
定
会
議
の
代
議
員
で
あ
っ
た
。
一
七
八
九
年
四
月
三
〇

日
、
リ
ビ
ン
グ
ス
ト
ン
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
裁
判
所
首
席
判
事
と

し
て
、
当
時
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
首
都
で
あ
っ
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

市
の
フ
ェ
デ
ラ
ル
・
ホ
ー
ル
で
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
大
統

領
の
最
初
の
就
任
宣
誓
を
差
配
し
た
。
一
八
〇
一
年
か
ら

一
八
〇
四
年
ま
で
は
駐
仏
公
使
を
務
め
て
、
仏
領
ル
イ
ジ
ア
ナ
買

収
交
渉
を
行
っ
た
。

（
45
） 

立
法
の
正
式
名
称
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

“A
n act to prevent the exercised of assum

ed and arbitrary 
pow
er by all persons under pretext of authority from

 the 
C
herokee Indians,” 

（
46
） 

ジ
ャ
ク
ソ
ン
の
言
葉
の
原
語
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

“John M
arshall has m

ade his decision; now
 let him

 enforce 
it!” 

（
47
） 
涙
の
道
の
結
果
と
し
て
死
亡
し
た
者
の
数
に
つ
い
て
は
、

は
っ
き
り
せ
ず
、
様
々
な
推
測
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
人

‘an act to im
pose a tax on all banks, or branches thereof, 

in the state of M
aryland, not chartered by the legislature,

（
40
） 
こ
の
引
用
文
は
、
連
合
議
会
に
お
い
て
一
七
八
七
年
九
月

二
六
日
にN

athan D
ane

に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
動
議
の
一
節
で
あ

る
。
デ
ー
ン
（1752‒1835

）
は
、
会
議
に
お
い
て
は
マ
サ
チ
ュ
ー

セ
ッ
ツ
州
選
出
議
員
と
し
て
活
躍
し
た
。
な
お
、
デ
ー
ン
は“A
 

general abridgm
ent and digest of A

m
erican law

”

と
い
う
著

作
を
一
八
二
三
年
に
発
表
し
た
。
こ
れ
は
、
最
初
の
ア
メ
リ
カ
法

の
包
括
的
な
論
文
と
い
わ
れ
、
法
曹
を
志
す
も
の
な
ら
誰
で
も
目

を
通
す
も
の
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
デ
ー
ン
は
ア
メ
リ
カ
法
の

父
（F

ather of A
m
erican Jurisprudence

）
と
呼
ば
れ
る
。

（
41
） 

こ
の
引
用
句
は
合
衆
国
憲
法
前
文
で
あ
る
。
全
文
を
紹
介
す

れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
わ
れ
ら
合
衆
国
の
国
民
は
、
よ
り
完
全
な
連
邦
を
形
成
し
、
正

義
を
樹
立
し
、
国
内
の
平
穏
を
保
障
し
、
共
同
の
防
衛
に
備
え
、

一
般
の
福
祉
を
増
進
し
、
わ
れ
ら
と
わ
れ
ら
の
子
孫
の
た
め
に
自

由
の
恵
沢
を
確
保
す
る
目
的
を
も
っ
て
、
こ
こ
に
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
の
た
め
に
こ
の
憲
法
を
制
定
し
、
確
定
す
る
。」

（
42
） 

こ
こ
で
、
マ
ー
シ
ャ
ル
が
言
及
し
て
い
る
の
は
、
連
合
規
約

と
は
、
そ
の
第
二
条
で
あ
る
。
次
の
様
な
文
章
で
あ
っ
た
。

「
各
邦
は
、
主
権
、
自
由
、
独
立
、
お
よ
び
本
連
合
規
約
に
よ
っ

て
連
合
会
議
に
結
集
す
る
合
衆
国
に
対
し
て
明
文
で
授
権
さ
れ
て

い
な
い
す
べ
て
の
権
力
、
権
限
、
お
よ
び
権
利
を
有
す
る
。」（
傍

線
は
筆
者
）

一
六
二



米
国
違
憲
立
法
審
査
権
の
確
立
（
甲
斐
）

（
五
〇
三
）

の
医
者
で
宣
教
師
の
エ
リ
ザ
ー
・
バ
ト
ラ
ー
は
、
一
つ
の
隊
と
歩

ん
だ
者
で
あ
る
。
彼
女
は
、
宿
営
地
で
二
、〇
〇
〇
名
、
道
中
で

二
、
〇
〇
〇
名
が
死
亡
し
た
と
見
積
も
っ
た
。
こ
の
合
計

四
、〇
〇
〇
名
と
い
う
数
字
は
よ
く
引
用
さ
れ
る
数
字
と
な
っ
て
い

る
。
一
九
七
三
年
の
学
者
に
よ
る
人
口
統
計
調
査
で
は
合
計
で

二
、〇
〇
〇
名
が
死
ん
だ
と
さ
れ
た
。
一
九
八
四
年
の
別
の
調
査
で

は
合
計
八
、〇
〇
〇
名
と
な
っ
た
。

（
48
） 

連
邦
最
高
裁
判
所
初
代
長
官
の
ジ
ェ
イ
は
一
七
八
九
年
九
月

二
六
日
│
一
七
九
五
年
六
月
二
九
日
ま
で
の
約
六
年
、
二
代
の
ラ

ト
リ
ッ
ジ
は
わ
ず
か
半
年
、
三
代
の
エ
ル
ス
ワ
ー
ス
は
一
七
九
六

年
三
月
四
日
│
一
八
〇
〇
年
九
月
三
〇
日
ま
で
の
約
四
年
で
あ
っ

た
。
な
お
、
現
在
の
第
一
六
代
長
官
のJohn G

lover R
oberts, 

Jr.

ま
で
の
間
、
マ
ー
シ
ャ
ル
の
在
任
期
間
は
最
長
と
な
っ
て
い
る
。

一
六
三




